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１．「ひまわりモバイルＮａｖｉ」とは 

「ひまわりモバイルＮａｖｉ」は、生命保険一連の手続きを電子化した新しい仕組みです。 

「ひまわりモバイルＮａｖｉ」の活用によりお客さま満足度の向上を実現します。 

 

■画面タッチと電子署名でかんたんに手続きが完結 

従来は複数の書面で手続きを行い、書面ごとに署名いただいていましたが、「ひまわりモバイルＮａｖ

ｉ」は書面ごとに内容を画面上で確認いただいたうえで、原則署名は１回で完了します。 

お客さまに入力いただく項目をできるだけ選択方式にし、迷うことなく手続きを進められます。 

 

■正確でもれのない告知 

従来は、お客さまの健康状態の詳細な告知は、告知書上の所定の欄に記入いただいていましたが、「ひ

まわりモバイルＮａｖｉ」は、傷病や治療内容などに合わせた質問に回答いただく方式（ドリルダウン

告知）を採用することで、正確でもれのない告知を実現します。 

 

■契約の早期成立 

「自動査定システム」の導入による医務査定結果の即時化や、書類の移送期間がなくなることにより、

従来よりも早く契約を成立させ、お客さまへ証券をお届けできます。 

 

２．本マニュアルの活用方法 

本マニュアルは、「ひまわりモバイルＮａｖｉ」導入初期段階の標準的な操作の習得はもちろん、

お客さまからの詳細な要望に応えるための応用的な操作まで、すべてに対応した内容です。 

ぜひご活用ください！ 

       ※本マニュアル掲載の画面は、手続き内容や選択した項目によって表示項目が異なるなど、実際のも

のと異なる場合があります。 
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Ⅰ．法人ペーパーレス申込手続きの対象 

１．法人ペーパーレス申込手続きの対象 

＜１＞対象となる契約 

ひまわりオンラインで保険設計できる法人契約（個人事業主契約を含む）が対象です。 

所定の要件を満たす場合は、最大５件までまとめて手続きできます。 

（所定の要件については、「＜３＞手続きにおける各種制約」を参照。） 

 

＜２＞対象外となる契約 

対象外となる契約は以下のとおりです。該当する場合は、書面での申込手続きとなります。 

    なお、対象契約と対象外契約の同時申込みの場合は、すべて書面での申込手続きをしてください。 

 ■保険種類 

  ・こども保険     

  ・ひまわりオンラインで申込書作成できない保険種類 

    （プライムネオ・長期傷害保険・がん保険（０１）） 

 ■その他 

  ・保険金額が３億円超の契約 

  ・質権設定・保険料ローンの契約 

  ・文書募集（非対面募集）の契約 

  ・金融機関本体代理店扱い（共同募集の非幹事契約を含む） 

  ・受取人が５名以上となる場合 

    ・一括契約 

 

＜３＞手続きにおける各種制約 

法人ペーパーレス申込手続き対象の場合も、以下のとおり手続き上の制約があります。 

■オンライン募集（お客さま直接入力）による手続きはできません。 

■手続き時には必ず契約者と被保険者の同席が必要です。被保険者が複数人いる場合も、被保険者ご

とに個別の手続きが必要です。 

 ■申込事前準備の開始前に、ひまわりオンラインの「申込書情報入力」画面で申込書情報の入力が必 

要です。また、申込書情報の入力が完了していても、計算基準日が過去日付のプランは法人ペーパ

ーレス申込手続きができません。 

 ■ひまわりオンラインで保険設計したプラン内に１件でも法人ペーパーレス申込手続き対象外が含ま 

れる場合、そのプランは法人ペーパーレス申込手続きができません。 

 ■最大５件までまとめて手続きできます。複数契約を同時に手続きする場合の条件は以下のとおりで 

す。 

  ・契約者と被保険者の組み合わせが同一 

  ・計算基準日・払込経路が同一 

  ・払込経路が団体扱・特別団体扱・集団扱の場合、払込方法（月払・半年払・年払）が同一 

  ・払込経路が口座振替扱で他契約口座を流用する場合、流用元の証券番号が同一 

  ・健康体料率特約を付加できる申込みが複数ある場合、料率区分が同一 

  ■以下の保険種類は複数契約を同時に手続きできません。１契約ごとの手続きとなります。 

・限定告知型医療保険（Ｍ２） 

・無選択型終身保険   

・払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険 

■法人契約は解約ペーパーレス手続き対象外です。保全同時新契約で申込の場合、保全書類は書面で

提出いただきます。      
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２．各種帳票の取扱い 

法人ペーパーレス申込手続きでは、各種手続きを画面上で行います。 

ただし、申込内容やお客さまの要望などに応じ、紙帳票が必要な場合もあります。画面上で手続き

できるものと書面での提出が必要なものは下記のとおりです。 

提出書類がある場合は、当社へ送付します。 

 

 

【凡例】 ○：ペーパーレス対象 

△：ペーパーレス対象だが必要に応じ紙帳票の使用可 

×：ペーパーレス対象外（紙帳票の提出が必要） 

手続き 帳票名 
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ

対象 
備考 

申込み 

申込書 ○ 

ＣＲＳに基づく届出の対象保険種類の場合

は、申込手続き控えの新契約申込書名称を

「生命保険契約申込書兼届出書」と表示。 

意向確認書 ○ － 

意向確認書（兼適合性確認書） 〇 － 

【事前】申込料率変更承諾書（健

康体料率特約用） 
○ － 

【事前】健康ステージを適用する

場合の特則に関する事前承諾書 
〇 － 

承諾保留依頼書 ○ － 

受取人明細書 ○ 受取人等が２名以上の場合出力。 

変換等に関する確認書 ○ － 

申込書類代筆に関する念書 × － 

委任状 × 取引担当者によるお手続きの場合に必要。 

法人向け保険商品のご留意事項

及び税務取扱に関する確認書 
〇 － 

生命保険契約の付保に関する同

意書 
〇 － 

保険金・給付金等受取人に関する

確認書兼指定代理請求特約付加

確認書 

〇 － 

 

 

 

 

 

 

 

告知 

 

 

 

 

 

 

告知書 △ 

画面・書面どちらでも手続き可。 

「一般用」「がん保険用」「限定告知医療用」

「限定告知骨折治療用」の４種類の告知項目

に対応。 

※がん保険と他の保険を同時申込みの場合

は、「一般用」の告知を表示します。 

特別条件承諾書 △ 
承諾を保留して手続きを進めた場合は書面で

の手続きが必要。 

特別条件付保険特約条項承諾書 × － 

健診結果記入用紙 △ 

画面・書面どちらでも手続き可。 

※告知を書面に切り替えた場合、併せて書面

での手続きが必要 

詳細は「第４編 法人ペーパーレス申込手続

き_Ⅲ．詳細手続き_１２．書面への切替え」
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手続き 帳票名 
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ

対象 
備考 

 

告知 

（続

き） 

 

を参照。 

診査報状 × － 

健康診断結果通知書・ 

人間ドック成績表 
× － 

収納 

預金口座振替依頼書 △ 

既契約口座流用の場合のみペーパーレス手続

き可。 

※法人契約かつ旧ＮＫＬの既契約口座流用希

望の場合は紙の口座振替依頼書を取り付け

てください。 

ＶＩＰ大型総合保障加入依頼書 

（全税共） 
× － 

全国医師休診共済会専用加入通

知書兼預金口座振替依頼書 
× － 

全国医師休診共済会入会申込書

（休診共済会） 
× － 

ＭＭＰＧ専用団体取扱確認・依頼

書 
× － 

新契約団体取扱確認・依頼書 × － 

ネットコープ専用新契約団体取

扱確認・依頼書 
× － 

銀行振込扱い依頼書 × － 

報告 

取扱者の報告書 ○ － 

取扱者・会社記入用紙 ○ － 

本人確認書 

本人確認書別紙【外国ＰＥＰｓ】 
△ 画面・書面どちらでも手続き可。 

米国納税義務者等についての 

確認書 
× 契約者が「米国納税義務者」の場合に必要。 

特定取引に関する届出書 

【新契約用】 
△ 画面・書面どちらでも手続き可。 

事業主契約取扱報告書 × － 

領収 
振込依頼書 × 

申込事前準備ブロックまで完了した場合、申

込内容詳細画面「振込依頼書作成」ボタンか

ら出力が可能。 

コンビニ払込票 × － 

その他 

契約確認依頼書 × － 

保全書類 × － 
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【凡例】 ○：ペーパーレス対象 

△：ペーパーレス対象だが必要に応じ紙帳票の使用可 

×：ペーパーレス対象外 

帳票名 
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ

対象 
備考 

ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚

起情報） 

契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情

報） 

ご契約のしおり・約款 

特別勘定のしおり 

× 

・「ご契約に際しての重要事項（契約概

要・ 

注意喚起情報）」・「契約締結前交付

書面（契約概要・注意喚起情報）」・

「特別勘定のしおり」についてお客さ

まへ説明のうえ交付。 

・ＷＥＢ約款をご希望の場合は当社ホー

ム 

ページを案内。 

・約款冊子を希望の場合、当社から送付

またはお客さまへ手交。 

 

※「契約締結前交付書面（契約概要・注

意喚起情報）」「特別勘定のしおり」

は、変額保険の申込みの場合に必要。 

個人情報の取扱いについて ○ － 
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３．申込手続きを開始する前の準備事項 

＜１＞お客さまに事前に確認・案内しておくこと   

項目 詳細 

手続き者（代表者か取引担当者か） 
取引担当者が手続きする場合、契約者である法人の代表者が記

入・押印した「委任状（891881）」が必要です 

 

＜２＞取扱者が事前に準備・用意するもの 

項目 詳細 

申込事前準備の入力 

（「第４編 法人ペーパーレス申込手

続き_Ⅱ．基本的な操作_１．申込事前

準備」を参照。） 

■申込内容、お客さま情報の確認 

■法人ペーパーレス申込手続きに必要な情報の入力 

手続き時に必要なもの 

＜必ず用意するもの＞ 

■タブレット端末またはパソコン等の端末 

■電子署名用のサインタブレット・ペンタブレット・タッチペ

ン 

■「ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）」 

（変額保険の場合）「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚

起情報）」・「特別勘定のしおり」 

 

＜必要に応じて用意するもの＞ 

■通信機能が内蔵されていないモバイル端末の場合はＷｉ－ 

Ｆｉルーター 

■タッチパネル機能がないパソコンの場合はペンタブレット 

■「ご契約のしおり・約款」冊子 

■「法人向け保険商品ご検討に際してご留意いただきたいこと

（891386）」 

■取引担当者が手続きする場合「委任状（891881）」 

■その他ペーパーレス対象外の帳票 

（「２．各種帳票の取扱い」を参照。） 

        ※「ご契約のしおり・約款」については、オフィシャルホームページから閲覧いただける旨をご説 

明ください。 
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Ⅱ．基本的な操作 

第４編 法人ペーパーレス申込手続き 
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取扱者が操作 

Ⅱ．基本的な操作 

１．申込事前準備 

ペーパーレス申込手続きをする保険種類を特定し、お客さまとの手続きの

前に、ペーパーレス申込手続きに必要な情報を確認、入力します。 

 

＜１＞法人ペーパーレス申込手続き開始 

ひまわりオンライン「トップメニュー」の【ペーパーレス申込手続き（法

人）】を押します。 

また、ひまわりオンラインの「申込書情報入力」画面からも手続きを開始で

きます。 

 

 （トップメニュー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申込書情報入力画面）※パソコン版のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！申込書情報を保存する手順

は以下のとおりです。 

①申込書情報入力で必要項目

を入力したら、「設計画面へ

戻る」を押して設計画面に戻

ります。 

②設計画面で「保存して閉じ

る」を押して設計画面を閉じ

ます。 

 

 

パソコン版 

タブレット版 
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＜２＞ペーパーレス申込手続きする保険種類の選択 

①被保険者名を入力し、〔事前準備開始待ち〕にチェックして【検索】を押

します。 

 

②申込書情報入力まで完了した設計プランの一覧から、申込手続きする保険

種類を選択して、【事前準備を開始する】を押します。「申込書情報入

力」画面から遷移した場合は、該当プランにチェックが入っています。 

 

 

 

 

 

  

！検索方法や保険種類の選択

方法の詳細は、「第４編 法人

ペーパーレス申込手続き_Ⅲ．

詳細手続き_１．ペーパーレス

申込手続き一覧の操作」を参

照。 

 

！被保険者名は、漢字またはカ

ナで検索ができます。検索条

件は前方一致のため、必ず苗

字から一部、または全部を入

力します。 

 

 

 

 

 

！ペーパーレス申込手続きの

対象の詳細は、「第４編 法人

ペーパーレス申込手続き_Ⅰ．

ペーパーレス申込手続きの

対象」を参照。 

 

！申込手続きをする保険種類

は、プランをまたいで選択で

きます。 

 

！最大５件までまとめて手続

きできます。複数契約を同時

に手続きする場合の条件・制

約の詳細は、「第４編 法人ペ

ーパーレス申込手続き_Ⅰ．ペ

ーパーレス申込手続きの対

象」を参照。 

 

！【確認】を押すと、申込内容

詳細を確認できます（「第４

編 法人ペーパーレス申込手

続き_Ⅲ．詳細手続き_１．ペー

パーレス申込手続き一覧の

操作」を参照）。 

手続きする申込みに間違い

がないか確認ください。 
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＜３＞ガイダンス・エラーの確認① 

選択した申込内容に応じた注意メッセージやエラーメッセージを確認し、

【確認して次へ】を押します。 

 

 

【注】エラーメッセージが表示された場合、「保険設計」画面に戻り、設計内 

容の見直しが必要です。 

設計内容を変更し、再度法人ペーパーレス申込手続きを始めからやり 

します（「法人保険設計」画面に戻った場合、手続き中の申込みはキャ

ンセルされます）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

！該当するメッセージがない

場合は、「該当なし」が表示

されます。 
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＜４＞保全同時新契約の確認 

保全同時新契約の有無を選択して、【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

！保全同時新契約が〔あり〕の

場合、保険種類ごとに該当す

る手続き種類を選択します

（保険種類から取扱いでき

ない手続き種類は表示され

ません）。 

なお、すべての保険種類の手

続き種類が〔変換（解約）〕、

〔変換（内容変更）〕または

〔定期後加入〕の場合は「＜

５＞選択区分の確認」および

「健康状態に関する告知」ブ

ロックをスキップします。 

 

 【注】保全手続き種類の選択をした場合は以下の画面をとおります。 
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＜５＞選択区分の確認 

仮査定実施の有無、選択区分を選択し、【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】「選択区分の確認」画面以降は、申込内容や選択した内容により 

      下表のとおり画面遷移します。 

 

①申込手続きに犯罪収益移転防止法に基づく本人確認対象契約を 

        含まない場合 

仮査定 選択区分 画面遷移先 

未実施 

告知書扱、簡易定

健扱 

「医務査定結果表示の設定」画面 

医師扱、健康診断

結果通知書扱・人

間ドック扱 
「取扱者の報告事項の入力」画面 

実施済み － 

 

②申込手続きに犯罪収益移転防止法に基づく本人確認対象契約を 

含む場合 

仮査定 選択区分 画面遷移先 

未実施 

告知書扱、簡易定

健扱 

「医務査定結果表示の設定」画面 

       ↓ 

「本人確認書類の確認」画面 

医師扱、健康診断

結果通知書扱・人

間ドック扱 

「本人確認書類の確認」画面 

       ↓ 

「取扱者の報告事項の入力」画面 
実施済み － 

 

  

！医療保険（ＭＩ－０１）※、

払込期間中無解約返戻金限

定告知医療保険、終身がん保

険（C２）（C３）、払込期間

中無解約返戻金限定告知骨

折治療保険のみの手続きの

場合、選択区分は表示されま

せん。告知書扱となります。 

  ※医療用総合生活障害保障

特約が付加されている場

合を除く 

 

！仮査定が〔未実施〕、かつ〔医

師扱〕、〔簡易定健扱〕また

は〔健康診断結果通知書扱・

人間ドック扱〕の場合、「受

診済、提出済の医的資料流

用」の〔流用する〕をチェッ

クすることで、医的資料を流

用できます。 

 

！仮査定実施済みや医師扱（流

用除く）の場合、「健康状態

に関する告知」ブロックをス

キップします。 

 

！〔健康診断結果通知書扱・人

間ドック扱〕を選択した場

合、申込手続き完了後に、健

康診断結果通知書（写）・人

間ドック成績表（写）を当社

送付ください。 

 

！「医務査定結果表示の設

定」画面の詳細は、「＜６

＞医務査定表示の設定」を

参照。 

 

 

 

！「本人確認書類の確認」画

面で本人確認で利用できる

公的確認書類を確認のう

え、お客さまに案内くださ

い。 
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＜６＞医務査定結果表示の設定 

健康状態に関する査定結果の表示有無を選択のうえ、【確認して次へ】を押

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【注】「健康状態に関する告知」ブロックで告知データ送信後に、医務査定結

果を表示します。 

 

査定結果表示 表示内容 

結果に関係なく 

表示する 

引受可否や条件をすべて表示します。 

※本社で医務査定が必要な場合（当社歴・請求歴

がある、第一分野で条件付きなど）や、反社会

的勢力に該当のおそれがある場合などは、「結

果は後日ご連絡します。」と表示します。 

無条件のみ 

表示する 

お引受けの条件がない場合のみ表示します。 

※健康体料率特約（ステージ）の条件変更、終身が

ん保険（Ｃ２）（Ｃ３）の料率変更がある場合も

表示します。 

※複数契約の同時手続きの場合、すべての契約の

お引受けの条件がないときのみ表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

！「＜５＞選択区分の確認」の

画面で、仮査定〔未実施〕お

よび選択区分〔告知書扱〕ま

たは〔簡易定健扱〕を選択し

た場合に表示します。 

 

 

 

 

 

！医務査定結果を表示できな

い時間帯があるのでご注意

下さい。   

詳細については、「第 1 編 

利用上の注意点_Ⅰ．システ

ム利用環境と制約_2．システ

ム稼働時間」を参照。 
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＜７＞取扱者の報告事項の入力 

該当する項目を入力し、【確認して次へ】を押します。 

 

 

  

！「（個人事業主の場合）屋号

の有無」欄は、法人ペーパー

レス申込手続き画面内で契

約者名を正しく表示するた

めの項目です。 

 

！外国籍の方がいる場合、画面

に表示される確認事項を確

認のうえ、〔上記事項を確認

した〕をチェックします。 

 

！自署することができない方

がいる場合、別途「申込書類

代筆に関する念書」を当社へ

送付ください。 

（被保険者が１５歳未満で、

親権者・後見人が代筆する場

合は、チェック不要です。） 

 

！選択区分や申込内容によっ

て、「診査（予定）日」、「コ

チニン検査実施（予定）日」、

「健康体料率特約・健康ステ

ージを適用する場合の特則

事前承諾手続きの希望有無」

の項目が表示される場合が

あります。健康体料率特約の

付加については「第２編 ペ

ーパーレス申込手続き_Ⅲ．詳

細手続き_１３．健康体料率特

約・健康ステージを適用する

場合の特則が付加可能な申

込手続き」を参照。 

 

！その他入力欄には、一次選択

で気づいた点などを入力く

ださい。 
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＜８＞代理店・募集人情報の入力 

「代理店コード・募集人コード」や「形態コード」、代理店分担の有無を確

認、入力のうえ、【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜９＞承諾保留の確認 

お客さまから確認した承諾保留の希望有無を選択します。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

！「代理店・募集人情報」画面

の詳細は、「第４編 ペーパー

レス申込手続き_Ⅲ．詳細手続

き_２．代理店・募集人情報の

詳細入力」を参照。 

 

！「代理店コード・募集人コー

ド」は、ログオンしたひまわ

りオンラインＩＤにもとづ

く情報を初期表示します。 

 

！「計上用募集人コード」を使

用する代理店の場合は、「代

理店コード・募集人コード」

を「計上用代理店コード・計

上用募集人コード」に修正

し、入力後に【確定】を押し

ます。ひまわりオンラインで

計上用代理店コード・募集人

コードを入力済の場合は、入

力情報が反映します。 

 

！「代理店コード」にアルファ

ベットを含む場合は、大文字

で入力します。 

 

！「承諾保留希望の確認」画面

は、「責任開始期に関する特

約」が付加されている場合、

責任開始後保険料払込方式

の場合に表示されます。 

 

！最終的な承諾保留の希望有

無は、「お申込内容のご確認」

ブロックでお客さまに確認

いただきます。 
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＜１０＞ガイダンス・エラーの確認② 

提出が必要な帳票や、申込みにあたっての注意メッセージやエラーメッセー

ジを確認し、【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１１＞申込事前準備完了 

このままお客さまの申込手続きを続ける場合は、【お申込手続きに進む】を

押し、中断する場合は【終了する】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！メッセージの内容を確認し

て、チェック欄にチェックし

ます。 

 

！エラーメッセージが表示さ

れた場合、設計画面に戻り、

設計内容を見直す、もしくは

事前準備の入力内容の修正

が必要です。 
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２．お申込手続き開始 

ここからは、原則、お客さま本人に入力・確認いただきます。 

ペーパーレス申込手続きにあたり注意すべき事項を確認いただき、【上記

すべてに同意のうえ申込手続きを開始します】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！通信障害などによる手続き

の中断および再開する場合

の詳細は、「第４編 法人ペー

パーレス申込手続き_Ⅲ．詳細

手続き_１１．手続きの中断、

再開」を参照。 
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３．お申込内容のご確認 

このブロックでは、保険種類ごとに、申込内容に間違いがないことを確認

いただきます。 

 

＜１＞お申込手続きの流れ 

ここからは、「お申込内容のご確認」の手続きに入ります。 

【確認して次へ】を押していただきます。 

 

＜２＞申込内容の確認 

申込内容をお客さまに確認いただき、内容に間違いがなければ、画面一番下

の【確認して次へ】を押していただきます。 

 

  

ス
ク
ロ
ー
ル 

 

 

 

 

 

 

 

！払込期間中無解約返戻金限

定告知医療保険、払込期間中

無解約返戻金限定告知骨折

治療保険の場合は、【確認し

て次へ】を押していただくと

専用の確認画面に遷移しま

す。詳細は「第４編 法人ペー

パーレス申込手続き_Ⅲ．詳細

手続き_１８．限定告知医療・

無選択型終身・限定告知骨折

治療の申込手続き」を参照。 

 

 

 

 

 

 

！【手続き対象契約を再度選択

する】場合や、【申込内容変

更】【払込方法・払込経路変

更】、【特別勘定割合変更】

する場合の詳細は、「第４編 

法人ペーパーレス申込手続

き_Ⅲ．詳細手続き_４．申込内

容（保障内容）の変更」を参

照。 

 

！「承諾保留」は「事前準備」

で入力した内容です。【修正】

を押していただくと変更で

きます。 
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４．ご意向と重要事項のご確認  

このブロックでは、提案した保険商品がお客さまのご意向と一致した内容

であるか、個人情報の取扱、重要事項の説明を受けたかについて確認いた

だきます。また、法人契約において必要な被保険者の付保同意および税務

についてご確認いただきます。 

 

＜１＞お申込手続きの流れ 

ここからは、「ご意向と重要事項のご確認」の手続きに入ります。 

【確認して次へ】を押していただきます。 

 

＜２＞ご意向の確認 

①申込保険種類から意向が自動表示されるので、今回の申込内容がお客さま

のご意向（保障の確保）と一致しているかを確認いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ス
ク
ロ
ー
ル 

 

 

！〔いいえ〕に１つでもチェッ

クがある場合は、お客さまの

ご意向に沿わないため、申込

手続きをキャンセルのうえ、

再度別のプランまたは保険

商品などの提案が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

！変額保険とその他の保険種

類を同時申込み手続きした場

合、「ご意向の確認」画面→「ご

意向の確認・適合性確認」画面

の順に画面を遷移します。 

 

 

！変額保険の場合、意向確認兼

適合性確認の画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

！第４，５項は金融商品の選択

後【はい】【いいえ】の選択が

活性化します。 
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②４つの質問に対し、〔はい〕または〔いいえ〕を選択のうえ、【確認のうえ、 

了承しました】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】変額保険の場合、「ご意向の確認・適合性確認」画面に遷移 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 

ス
ク
ロ
ー
ル 
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【注】ご意向内容を修正する場合や特記事項を入力する場合、【修正】を押し 

ていただきます。その後、取扱者が操作してご意向の修正や特記事項を 

入力します。 
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＜３＞個人情報取扱いの確認 

「個人情報の取扱いについて」をご確認のうえ、【同意します】を押してい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４＞重要事項確認 

『ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）』を受領のうえ、

取扱者から重要事項の説明を受けているか、確認いただきます。確認後、

【了承しました】を押していただきます。 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！画面上で、ご契約のしおり・

約款等は確認できません。取

扱者は、必ず申込手続き開始

前にパンフレット、設計書お

よびご契約に際しての「重要

事項（契約概要・注意喚起情

報）」（変額保険の場合「契

約締結前交付書面（契約概

要・注意喚起情報）」・「特

別勘定のしおり」）を交付の

うえ、重要事項を説明くださ

い。 

 

！「ご契約のしおり・約款」（変

額保険の場合「特別勘定のし

おり」）については、オフィ

シャルホームページから閲

覧いただける旨をご説明く

ださい。冊子の送付を希望の

場合は、チェックを入力して

ください。後日当社から送付

いたします。 
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【注】『ご契約のしおり・約款』の冊子の送付を希望し、〔冊子の送付を希

望します〕を選択し、【了承しました】を押していただいた場合、注意喚起

メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜５＞保険種類別の重要事項確認 

保険種類ごとの注意事項を確認いただきます。 

確認後、【了承しました】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！この画面では変換・定期後加

入の注意事項等が表示され

ます。画面で確認するため、

「変換等に関する確認書」な

どは書面での提出が不要で

す。ペーパーレス対象となる

帳票については「第４編 法

人ペーパーレス申込手続き_

Ⅰ．ペーパーレス申込手続き

の対象_２．各種帳票の取扱

い」を参照。 
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＜６＞法人税務に関する確認 

『法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと』を受領のう

え、取扱者から説明を受け、了承いただいているか、確認いただきます。 

確認後、【了承しました】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜７＞付保同意に関する確認 

生命保険契約の付保に関して、契約者・被保険者ともに了承、同意いただい

ていることを確認いただきます。 

確認後、【契約者・被保険者ともに了承、同意します。】を押していただき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！契約者が個人事業主の場合

はこの画面は表示されませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！契約者が個人事業主の場合

はこの画面は表示されませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！被保険者が代表者・役員の

場合はこの画面は表示され

ません。 
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５．お名前やご連絡先のご確認・ご登録  

このブロックでは、契約者、被保険者、受取人の情報を確認、入力いただ

きます。 

 

＜１＞お申込手続きの流れ 

ここからは、「お名前やご連絡先のご確認・ご登録」の手続きに入ります。

【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

！このブロックで修正した内

容は法人顧客情報等に反映

されます。 

「第４編法人ペーパーレス申

込手続き_Ⅲ．詳細手続き_３．

契約者・被保険者・受取人等

の修正」を参照。 

 

！この画面の入力内容は証券 

に印字されるため、字体など

相違がないか、十分確認いた

だきます。 

※旧漢字などの入力できな

い文字がある場合、新漢字ま

たはカナなどの代替文字で

保険証券に表示する旨の了

承を得たうえで代替文字を

入力いただいてください。 
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＜２＞契約者情報の確認画面 

①契約者情報（法人名・屋号・法人形態・住所・電話番号など）を確認いた

だき、間違いがなければ【確認して次へ】を押していただきます。 

 

②契約者情報（続柄・米納税義務者に該当するか・事業内容など）を確認い 

ただき、間違いがなければ【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！この画面での表示内容が保

険証券に印字されます。内容

に誤りがある場合は、【修正】

を押して修正いただきます。

詳細は「第４編 ペーパーレ

ス申込手続き_Ⅲ．詳細手続き

_３．契約者・被保険者・受取

人等の修正」を参照。 
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③お手続き完了後に郵送されるお手続き控えの発送について確認いただき、 

【確認して次へ】を押していただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３＞被保険者情報の確認画面 

①被保険者情報（お名前・生年月日・住所・電話番号など）を確認いただ

き、間違いがなければ【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

！法人ＰＬは、控えはすべて郵

送です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！内容に誤りがある場合は、

【修正】を押して修正いただ

きます。詳細は「第４編 法人

ペーパーレス申込手続き_Ⅲ．

詳細手続き_３．契約者・被保

険者・受取人等の修正」を参

照。 
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②ご職業や解約予定のご契約の有無などを選択・入力いただき、【入力内容 

を確認する】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③被保険者情報（ご職業・職種・勤務先名など）を確認いただき、間違いが

なければ【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ご職業・職種は、保険設計

時点で制限職種を選択して

いる場合、その内容を表示し

ます。 

ただし、保険設計時に〔該当

なし〕を選択していた場合は

あらためて【職種を選択す

る】ボタンから選択していた

だきます。 

 

！制限職種に該当しない場合、

職種欄は一律「全職種（該当

しない）」の表示となります。 

 

！勤務先名の入力は、構成員契

約規制のチェックに使用す

るため、登記上の正式名称を

入力いただきます。 

 

！法人契約の場合、勤務先名は

自動でセットされます。 

 

！他社契約で解約予定または

解約済みの契約がある場合、

会社名・加入年月・保険金額

などを入力いただきます。な

お、会社名は必ず入力いただ

きます。 

※当社既契約を解約予定の

場合は入力不要です。 
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④お手続き完了後に郵送されるお手続き控えの発送について確認いただき、

【確認して次へ】を押していただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】下表の修正不可のケースは、申込手続きはキャンセルされます。 

「保険設計」画面で修正のうえ、再度申込手続きを開始ください。 

修正内容 契約者 被保険者 

別人への変更 不可 不可 

年齢が変わる生年月日の修正 ※１ 修正可 ※２ 不可 

性別の修正 修正可 ※２ 不可 

※１：画面上は、計算基準日時点の年齢を表示しています。 

※２：個人事業主の場合は修正可。 

 

 

  

 

！法人ＰＬは、控えはすべて郵

送です。 
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＜４＞受取人・指定代理請求人の情報入力 

保険種類ごとの各種受取人、指定代理請求人情報（名前・被保険者からみた

続柄など）を確認いただき、間違いがなければ、【確認して次へ】を押して

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常、契約者が法人かつ死亡保険金受取人が法人の場合（死亡保険金不担保特

則付き契約等の場合は契約者が法人の場合）は「法人が高度障害保険金、ター

ミナルケア保険金、入院給付金等の受取人」となります。お客さまがご希望さ

れた場合、【保険金・給付金等受取人に関する確認」を押し、必要事項をご入

力いただくことで被保険者を受取人にすることが可能となり、また、被保険者

を受取人とする保険金・給付金に対して、指定代理請求特約の付加が可能にな

ります。 

詳細は、「第４編 法人ペーパーレス申込手続き_Ⅲ．詳細手続き_３．契約者・

被保険者・受取人等の修正」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！情報を修正する場合や新規

登録する場合の詳細は、「第

４編 法人ペーパーレス申込

手続き_Ⅲ．詳細手続き_３．契

約者・被保険者・受取人等の

修正」を参照。 

 

 

 



 

- 32 - 

 

Ⅱ．基本的な操作 

お客さまが操作 
Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

 
 

 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

６
．
健
康
状
態
に
関
す

る
告
知 

 

 

６．健康状態に関する告知  

このブロックでは、被保険者に健康状態を告知いただきます。 

＜１＞お申込手続きの流れ 

ここからは、「健康状態に関する告知」の手続きに入ります。【確認して次

へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】傷病名や治療歴などが不明なまま入力を進めると、医務査定結果を即時

に出せず追加不備となるなど後日対応いただくことになります。事前に

確認いただいてから告知を開始ください。 

また、「ペーパーレス申込手続き」の機能を活用して、被保険者からあ

りのままを正確に、もれなく告知いただいてください。 

困った場合 機能 

傷病名や治療歴

などが不明 

・入力途中で中断できます。 

 当日中であれば、告知を継続して入力できます。 

→詳細は「第４編 法人ペーパーレス申込手続き_

Ⅲ．詳細手続き_１１．手続きの中断、再開」を

参照。 

！以下の告知が不要な場合、こ

のブロックはスキップし、次

のブロックへ進みます。 

 ・仮査定実施済みの場合 

 ・医師扱（流用を除く）の場

合 

 ・無選択型終身保険の場合 

 ・保全同時新契約が変換、定

期後加入の場合 

 

！以下の申込みの場合、手続き

の詳細を確認ください。 

・払込期間中無解約返戻金

限定告知医療保険、払込期

間中無解約返戻金限定告

知骨折治療保険の場合 

（「第４編 法人ペーパーレ

ス申込手続き_Ⅲ．詳細手

続き_１８．限定告知医療・

無選択型終身・限定告知骨

折治療の申込手続き」を参

照。） 

・被保険者が１５歳未満の

場合（「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅲ．詳

細手続き_１６．未成年者

の取扱い」を参照。） 

 

！簡易定健扱（流用を除く）の

場合、告知の前に「健診結果

入力事項確認」画面に遷移し

ます。詳細は「第４編 法人ペ

ーパーレス申込手続き_Ⅲ．詳

細手続き_６．健診結果の入力

方法」を参照。 
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・告知を書面に切り替えることができます。 

→詳細は「第４編 法人ペーパーレス申込手続き_

Ⅲ．詳細手続き_１２．書面への切替え」を参

照。 

告知忘れが多い

病気・事例 

・告知入力画面に「告知忘れが多い病気」「告知忘

れが多い事例」を表示しています。 

・告知入力画面で「入院」「手術」「７日間以上」

の用語説明を確認できます。 

告知誤りがある 

・告知誤りによる追加告知書を提出できます。 

→詳細は「第４編 法人ペーパーレス申込手続き_

Ⅲ．詳細手続き_１９．追加医的資料や告知誤り

などがあった場合」を参照 

 

 

  



 

- 34 - 

 

Ⅱ．基本的な操作 

お客さまが操作 
Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

 
 

 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

６
．
健
康
状
態
に
関
す

る
告
知 

 

 

＜２＞告知事項の確認 

これから告知いただく内容を確認いただき、【確認して次へ】を押していた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３＞告知サポート資料の確認 

告知を始める前に、【確認して次へ】を押し、告知サポート資料を確認いた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！画面で確認する告知項目は、

「一般用」と「がん保険用」

「限定告知医療用」、「限定

告知骨折治療用」の４種類で

す。 

がん保険と他の保険を同時

申込みの場合は、「一般用」

の告知項目を表示します。 

 

！簡易定健扱・健康診断結果通

知書・人間ドック扱から医師

扱に変更する場合は「第４編 

法人ペーパーレス申込手続

き_Ⅲ．詳細手続き_４．申込内

容（保障内容）の変更」を参

照。 

 

 

 

！第６項、第７項については、

性別や計算基準日時点の年

齢で告知要否を制御してい

ます。 

 

！第８項、第９項は、特約の有

無や計算基準日時点の年齢

で告知要否を制御していま

す。 

 

 

！告知サポート資料をすでに

書面で確認いただいている

場合は、〔書面で確認済〕を

押していただくと、確認画面

はスキップします。 

 

！告知ブロックでは画面下部

に告知フリーダイヤルを表

示しています。 

告知に関してご不明な点が

ある場合は利用ください。 

※操作方法については「ＳＪ

－ＮＥＴユーザーデスク」

宛てに連絡ください。 
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【注】以下の告知サポート資料の内容を確認いただきます。 

告知サポート資料 

１ 告知いただく際の注意事項など。 

２ 告知により条件がつく場合や、お引受けができない場合があること。 

３ 告知内容などについて、後日、確認させていただくことがあること。 

４ 

■払込期間中無解約返戻金限定告知医療の場合 

・通常の医療保険に比べ保険料が割り増しされていること。 

・給付金の支払いには削減支払期間があること。 

■払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療の場合 

・通常の保険に比べ保険料が割り増しされていること。 

■上記以外の場合 

責任開始期より前に発病していた病気や発生していた事故を原因

とする場合には、告知がすべて「いいえ」でも死亡保険金以外の

保険金や給付金などをお支払いできないこと。 

 

 

 

＜４＞体格の告知入力 

身長・体重を小数点第一位まで入力し、【確認して次へ】を押していただき

ます。 
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＜５＞健康状態に関する告知の入力 

第１項から順番に健康状態に関する告知を入力いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６＞告知内容の確認 

すべての質問事項に告知いただいたら、入力内容に間違いがないかあらため

て確認いただきます。間違いがなければ、【確認のうえ告知する】を押して

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

！告知事項の入力の詳細は、

「第４編 法人ペーパーレス

申込手続き_Ⅲ．詳細手続き_

５．詳細告知の入力方法」を

参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！【ここまでの内容を確認・修

正】を押すと、途中まで入力

した内容を一覧で確認、修正

いただけます。 

 

 

 

 

！告知の修正や詳細告知を追

加する場合は、「第４編 法人

ペーパーレス申込手続き_Ⅲ．

詳細手続き_５．詳細告知の入

力方法」を参照。 

 

！告知で「はい」がある場合、 

傷病名などのボタンが表示

され、そのボタンを押してい

ただくと告知詳細が確認で

きます。 

 

！追加医的資料がある場合の

詳細は、「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅲ．詳細手

続き_１９．追加医的資料や告

知誤りなどがあった場合」を

参照。 

 

！告知に該当しない項目につ

いて告知を希望された場合

の詳細は、「こんな場合・困

った場合」を参照。 

 

 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 

ス
ク
ロ
ー
ル 
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＜７＞告知データの送信 

【告知データを送信する】を押して告知いただいた内容を当社へ送信しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜

８

＞

告

知

デ

ー

タの送信完了の確認 

告知データの送信が完了すると、告知日が表示されます。 

【確認して次へ】を押していただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜９＞医務査定結果の確認 

告知いただいた内容にもとづいた、医務査定結果が表示されます。内容を確

認いただき、【確認して次へ】を押していただきます。  

 

 

！告知データを送信後、告知内

容を修正する場合の詳細は、

「第４編 法人ペーパーレス

申込手続き_Ⅲ．詳細手続き_

１９．追加医的資料や告知誤

りなどがあった場合」を参

照。 

 

！送信した告知内容は登録さ

れ、今後の追加申込みなどの

参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

！最終的な引受けの判断は終

了していないことをお客さ

まに説明ください。 

 

！追加医的資料や告知誤りが

あった場合の詳細は、「第４

編 法人ペーパーレス申込手

続き_Ⅲ．詳細手続き_１９．

追加医的資料や告知誤りな

どがあった場合」を参照。 

 

！医務査定結果の見方・操作の

詳細は、「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅲ．詳細

手続き_８．医務査定結果の

見方と操作方法」を参照。 

 

！医務査定結果を表示できな

い時間帯があるのでご注意

下さい。 

 詳細については、「第 1 編 

利用上の注意点_Ⅰ．システ

ム利用環境と制約_2．シス

テム稼働時間」を参照。 

 



 

- 38 - 

 

Ⅱ．基本的な操作 

お客さまが操作 
Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

 
 

 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

Ⅱ
．
基
本
的
な
操
作 

６
．
健
康
状
態
に
関
す

る
告
知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．保険料収納方法のご登録 
 

このブロックでは、払込経路に応じた収納方法を登録いただきます。 

 

＜１＞お申込手続きの流れ 

ここからは、「保険料収納方法のご登録」の手続きに入ります。 

【確認して次へ】を押していただきます。 

※＜２＞は払込経路で口座振替（既契約口座流用以外）を選択している場合 

を例としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２＞口座振替依頼書の提出 

取扱者は、お客さまに口座振替依頼書を記入・押印いただきます。 

  【確認して次へ】を押していただきます。 
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！払込経路が郵便振込または 

銀行振込の場合、このブロッ 

クをスキップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！登録方法別、払込経路別の登

録方法の詳細は、「第４編 法

人ペーパーレス申込手続き_

Ⅲ．詳細手続き_９．払込経路

別の保険料収納方法の登録」

を参照。 
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８．お客さまのご署名、取扱者報告・署名 

このブロックでは、申込内容とご意向を再度確認いただいたうえで、お客

さまに署名いただきます。 

最後に、取扱者が本人確認方法などを入力のうえ、署名します。 

 

＜１＞お申込手続きの流れ 

ここから、「お客さまのご署名、取扱者報告・署名」の手続きに入ります。 

【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

【注】お客さまに署名いただく順番は下表のとおりです。 

 

署名の

順番 
対象者 備考 

１ 被保険者 ─ 

２ 被保険者の親権者･後見人 被保険者が未成年の場合 

３ 契約者または取引担当者※ ─ 

 

    ※法人契約の場合、契約者にかわり取引担当者が署名いただくことも可

能です。取引担当者がお手続きされる場合、取引担当者を受任者とし

た「委任状」が必要です。詳細は「第４編 法人ペーパーレス申込手

続き_Ⅲ詳細手続き_１４ ．手続き者が取引担当者の取扱い」を参照 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！被保険者が未成年の場合は、

「第４編 法人ペーパーレス

申込手続き_Ⅲ．詳細手続き_

１６．未成年者の取扱い」を

参照。 
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＜２＞お客さまの署名 

申込内容、ご意向を最終確認のうえ、署名いただきます。画面上に署名いた

だく方の氏名が表示されますので、お客さま本人に署名いただいてくださ

い。 

 

 

 

① ご署名いただく方欄の【代表者】を押していただきます。 

(代表者が署名する場合) 

② 署名欄の【署名する】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 

 

 

 

 

 

 

 

！「健康状態に関する告知」ブ

ロックで、一部の保険種類が

引受不可、条件不承諾による

キャンセルとなった場合、ま

た、特則・特約の引受不可を

承諾いただいた場合は、その

内容が、申込内容および意向

内容に反映しています。 
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③ 署名欄が表示されます。 

  タブレットの場合は画面上で、パソコンの場合はペンタブレット上で署名

いただき、【ＯＫ】を押していただきます。 

代表者名のみ署名いただきます。法人名は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 署名欄が表示されるので、確認のうえ、【契約を申し込む】を押して

いただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！【クリア】を押していただく

と、署名をやり直しできま

す。 

 

 

！法人契約の場合、契約者に

かわり取引担当者が署名い

ただくことも可能です。取引

担当者がお手続きされる場

合、取引担当者を受任者とし

た「委任状」が必要です。詳

細は「第４編 法人ペーパー

レス申込手続き_Ⅲ詳細手続

き_１４ ．手続き者が取引担

当者の取扱い」を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！【署名をやり直す】を押して

いただくと、署名をやり直し

できます。 

 

！登録済みのお名前が署名と

相違している場合は、「お名

前の文字を修正」を押してく

ださい（詳細は、「第４編 法

人ペーパーレス申込手続き_

Ⅲ．詳細手続き_．署名時に名

前を修正する場合」を参照）。 
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（２）手続き者が取引担当者の場合 

① ご署名いただく方欄の【取引担当者さま】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② お手続き者が取引担当者の場合へチェックしていただきます。 

③ 署名の方法は、（１）②～④と同様です。取引担当者ご自身のお名前を署名

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ！取引担当者がお手続き 

される場合、取引担当者

を受任者とした「委任

状」が必要です。詳細は

「第４編 法人ペーパーレ

ス申込手続き_Ⅲ詳細手続

き_１４.手続き者が取引

担当者の取扱い」を参照 
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以上で、お客さまの操作は完了です。 

 

【注】ペンタブレットで署名いただいた際、署名が画面左寄りに表示される 

場合があります。申込手続き控えの各種帳票には、画面に表示された署

名がそのまま印刷されますので、表示された署名に違和感がある場合

は、【署名をやり直す】を押して、再度署名いただいてください。 

 

再度署名いただくとき、以下の点に気を付けていただくことで、左寄り

が解消される場合があります。 

■姓と名の間隔をあけて横長に書く 

■大きな字で書く 
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＜３＞取扱者報告 

ここからは、取扱者が入力します。 

法人の実在性確認・被保険者の本人確認方法を選択し、【確認して次へ】を

押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４＞取扱者署名 

①取扱者宣誓および意向把握の状況について内容を確認します。 

問題がなければ意向把握の状況にチェックのうえ、【署名をする】を押し 

て署名します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「その他入力欄」に入力があ

る場合、自動成立の対象外と

なり新契約査定が遅れます。

必要情報のみ入力ください

（「特になし」等の入力は不

要です）。 

 

 

！犯罪収益移転防止法に基づ

く本人確認が必要な場合は、

取扱者署名の前に入力画面

が表示されます。詳細は、「第

４編 法人ペーパーレス申込

手続き_Ⅲ．詳細手続き_２０．

犯罪収益移転防止法に基づ

く本人確認が必要な場合」を

参照。 

 

！【署名をする】の上部には、

「申込事前準備」の代理店・

募集人情報画面で登録した

募集人名が表示されます。 

 

！署名の手順は、「＜２＞お客

さまの署名」と同様です。 
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④ 署名後、確認のうえ【手続き完了して、お客さまに渡す】を押します。 

 

以上で、取扱者の操作は完了です。 

なお、【手続き完了して、お客さまに渡す】を押した時点で、当社宛てに

申込データが送信されます。 
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＜５＞お申込手続きの完了 

すべての申込手続きが完了すると、「申込手続き完了」画面が表示されま

す。 

ここでは、申込番号や申込日、また、書面で提出が必要な書類がある場合な

どの案内事項が表示されます。 

お客さまに確認いただき、【終了する】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、お申込手続きは完了です。 

 

 

！「お申込手続きの控え」につ

いては、「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅵ．申込手

続き控えの確認方法・手順_

２．申込手続き控えイメー

ジ」を参照。 

 

！申込手続完了後の注意事項

がある場合に表示されます。 

・手続き完了後に書類提出手続

きが必要な場合 

→提出書類をご案内します。 

・申込日から６０日以内にご契

約者の誕生日が到来する場

合 

→その後の手続きの状況に

よって、契約年齢や保険料が

変更になる場合があること

を案内します。 
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Ⅲ．詳細手続き 

１．ペーパーレス申込手続き一覧の操作 

取扱者が、ペーパーレス申込手続きの対象となる保険種類や手続き途中の申込みを検索し、手続き

を開始する画面です。 

 

＜１＞初期画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 入力欄・ボタン 内容 

１ 被保険者名 
漢字またはカナで名前の全部または一部を入力すると、前方一致で検索しま

す。 

２ 絞込条件 

絞込みする条件をチェックします。 

複数の条件をチェックしても検索できます。 

絞込条件 内容 

事前準備中・ 

開始待ち・再開待

ち 

手続きを中断し、手続き再開が可能な申込みを表示 

事前準備開始待ち ペーパーレス申込手続きが可能な設計プランを表示 

完了・延期・申込

取消・有効期限切

れ 

手続きが完了した申込みやキャンセルした申込みな

どを表示 
 

３ 検索 検索を押すと、検索結果を表示します。 

 

 

 

  

検索結果表示エリア 

1 

2 

3 
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＜２＞検索結果表示エリア 

（１）事前準備中・開始待ち・再開待ち 

申込手続き中の申込みを一覧（有効期限の昇順）で表示します。 

申込手続きを再開したい申込みを選択のうえ、手続きを再開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 項目・ボタン 内容 

１ 手続き状況 

申込みのステータスを表示します。 

手続き状況 内容 

事前準備中 申込事前準備の途中で中断した申込み 

開始待ち 
申込事前準備が完了し、お客さまによる申込手続

きの開始前の申込み 

再開待ち 申込手続きを途中で中断した申込み 
 

２ 
契約者名／ 

被保険者名 
申込みの契約者名／被保険者名を漢字で表示します。 

３ 募集人名 

「申込事前準備」の「代理店情報登録」画面で入力した募集人名を表示しま

す。 

※「代理店情報登録」画面の登録前に中断した場合はログオンしたＩＤにも

とづく募集人名を表示します。 

４ 有効期限 

申込手続きが再開できる有効期限を表示します。 

■手続き状況が「事前準備中」の場合 

被保険者の誕生日前日まで 

※あらかじめ計算基準日を被保険者の誕生日後に設定し、誕生日を迎えても

契約年齢が変わらない申込みは除きます。 

■手続き状況が「開始待ち」「再開待ち」の場合 

最終更新日（または告知日）から６０日、または被保険者の誕生日前日の 

いずれか早い日まで 

※計算基準日を被保険者の誕生日後に設定し、誕生日を迎えても契約年齢が

変わらない申込みの場合、最終更新日（または告知日）から６０日以内で

す。 

５ 更新日時 最終更新日時表示します。 

  

1 2 3 4 5 6 

7 
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Ｎｏ 項目・ボタン 内容 

６ 詳細確認 

〔確認〕を押すと、申込内容詳細が確認できます。申込手続きを再開する申

込みに間違いがないか確認ください。 

※複数契約を同時手続きしていた場合、すべての契約の詳細が確認できま

す。 

※「申込内容詳細」画面の【手続きを開始する】を押すと手続きを再開でき

ます。→「申込内容詳細」画面の詳細は、「＜３＞申込内容詳細画面」を参

照。 

７ 手続きを開始する 

申込手続きを再開したい申込みを選択のうえ、【手続きを再開する】を押す

と、手続きを再開します。 

→手続きの中断・再開の詳細は、「第４編 法人ペーパーレス申込手続き_Ⅲ．

詳細手続き_１１．手続きの中断、再開」を参照。 
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（２）事前準備開始待ち 

ペーパーレス申込手続きが可能な設計プランを一覧（設計日の降順）で表示します。 

手続きを開始する保険種類を選択のうえ、手続きを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 項目・ボタン 内容 

１ プラン名 ひまわりオンラインの保険設計機能で登録したプラン名を表示します。 

２ 
契約者名／ 

被保険者名 
設計プランの契約者名／被保険者名を漢字で表示します。 

３ 契約年齢 計算基準日時点の被保険者年齢を表示します。 

４ 保険種類 保険種類を表示します。 

５ 保険料 

保険料を表示します。 

  ※設計画面で特別条件の入力をしている場合、その保険料も含んだ額が表示

されます。ただし、手続き画面上では特別保険料は表示されません。  

６ 
保険金／ 

入院給付日額 
主契約の保険金額／入院給付日額を表示します。 

７ 
保険期間／ 

払込期間 
主契約の保険期間／払込期間を表示します。 

８ 計算基準日 設計プランの計算基準日を表示します。 

９ 詳細確認 

〔確認〕を押すと、申込内容詳細が確認できます。申込手続きを開始する保険

種類に間違いがないか確認ください。 

※「申込内容詳細」画面の【事前準備を開始する】を押すと手続きを開始でき

ます。 

→「申込内容詳細」画面の詳細は、「＜３＞申込内容詳細画面」を参照。 

10 
事前準備を 

開始する 

申込手続きを開始する保険種類を選択のうえ、【事前準備を開始する】を押す

と、手続きを開始します。 

※最大５件までまとめて同時手続きできます。 

※契約者と被保険者の組み合わせが異なる場合、同時手続きできません。 

※申込手続きする保険種類の選択は、プランをまたがっても選択できます。 

→申込手続きにおける各種制約の詳細は、「第４編 法人ペーパーレス申込手続

き_Ⅰ．ペーパーレス申込手続きの対象」を参照。 

 

 

7 9 8 5 6 3 2 1 4 

10 
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【注】ペーパーレス申込手続きを開始すると、「保険設計」画面にペーパーレス申込手続きをしている 

設計プラン（タブ）を自動的に作成します。 

この設計プランは、手続き中に発生した申込内容（保障内容）の変更が反映しますので、変更後の 

設計書を印刷する場合に活用ください（申込手続き中は設計書印刷できません）。また、申込手続き 

中はひまわりオンラインの「顧客情報登録・編集」画面から手続当事者（契約者・被保険者・受取人 

等）の顧客情報を編集することができません。 

■ペーパーレス申込手続き一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保険設計画面 
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（３）完了・延期・申込取消・有効期限切れ 

ペーパーレス申込手続きが完了した申込みやキャンセルとなった申込みなどを一覧（参照期限の到来順）

で表示します。 

なお、ここに表示された申込手続きは再開できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 項目・ボタン 内容 

１ 手続き状況 

申込みのステータスを表示します。 

手続き状況 内容 

完了 申込手続きがすべて完了している申込み 

延期 医務査定結果が「引受不可」で、お客さまが承諾

した申込み 

申込取消 申込手続き途中で手続きをやめた（キャンセル）

申込み 

有効期限切れ 申込手続きを中断したまま、申込手続きを再開で

きる有効期限を超過した申込み 
 

２ 
契約者名／ 

被保険者名 
申込みの契約者名／被保険者名を漢字で表示します。 

３ 募集人名 

「申込事前準備」の「代理店情報登録」画面で入力した募集人名を表示しま

す。 

※「代理店情報登録」画面の登録前に申込をキャンセルした場合は、ログオ

ンしたＩＤにもとづく募集人名を表示します。 

４ 参照期限 

申込データの参照期限および手続き控えの印刷期限を表示します。 

参照期限は有効期限判定日※の３０日後までです。 

ただし、手続き状況が「有効期限切れ」の場合、最終更新日時または有効期

限判定日のいずれか遅い日から３０日後までです。 

※有効期限判定日とは最終更新日（告知データを送信している場合は告知

日）から６０日または被保険者の誕生日前日のいずれか早い日をいいま

す。 

５ 最終更新日時 最終更新日時を表示します。 

６ 詳細確認 

〔確認〕を押すと、完了した申込みやキャンセルとなった申込みの詳細が確

認できます。 

→「申込内容詳細」画面の詳細は、「＜３＞申込内容詳細画面」を参照。 

７ 印刷 

〔印刷〕を押すと、生命保険契約申込書と意向確認書の PDFを表示します。 

PDFから印刷が可能です。 

※控えのイメージは「第４編 法人ペーパーレス申込手続き_Ⅳ．申込手続き控

えの確認方法・手順_２．申込手続き控えイメージ」参照。 
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＜３＞申込内容詳細画面 

詳細確認欄の〔確認〕を押すと、「申込内容詳細」を表示します。 

申込内容や各ブロックの登録内容はタブで表示されており、タブを押すと詳細を参照できます。 

また、「事前準備中・開始待ち・再開待ち」「事前準備開始待ち」から遷移した場合は、画面上部およ

び下部に申込手続きを開始・再開するためのボタンが表示され、手続きを開始・再開できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）タブごとの掲載内容 

 

Ｎｏ タブ 主な掲載内容 

１ 申込内容 

・保険設計機能で設計した設計内容 

・「申込内容の確認」ブロックで確認した申込内容 

・申込事前準備ブロックまで完了した場合、「振込依頼書作成」ボタンが表 

示されます。 

２ 登録内容 

・保険設計機能の申込情報入力で入力した契約者・被保険者・受取人情報 

・「お名前やご連絡先のご確認・ご登録」ブロックで入力・確認した契約

者・被保険者・受取人情報 

※「登録内容（契約者）」と「登録内容（被保険者）」の２つのタブが表示

されます。 

３ 意向確認内容 ・「ご意向と重要事項のご確認」ブロックで確認したご意向の確認内容 

４ 
健康状態に関する

査定結果 

・「告知」ブロックで入力した告知内容に基づく、健康状態に関する査定結

果・追加提出資料の有無・引受の目安 

５ 収納方法 ・「収納」ブロックで確認した収納方法 

６ 
事前準備・取扱者

報告 

・事前準備で取扱者が入力した内容 

・申込手続き完了後に取扱者が入力した本人確認方法など 

７ 申込番号 ・申込番号、申込日 など 

 

【注】詳細確認はプランごとにします。そのため以下の場合は「申込内容詳細」画面が表示できません。 

・プランをまたがって選択している場合 

→プランをまたがっている選択を解除して、１プランのみ選択ください。 

・１プラン内に複数保険種類が存在し、すべての保険種類を選択していない場合 

→１プラン内をすべて選択するか、選択をすべて解除ください。 
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（２）画面イメージ 

 

■〔申込内容〕タブ 
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■〔登録内容（契約者）〕タブ 
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■〔登録内容（被保険者）〕タブ 
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■〔意向確認内容〕タブ 
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■〔健康状態に関する査定結果〕タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】〔健康状態に関する査定結果〕タブでは、告知内容にもとづく「引受の目安」を表示します。 

     今回申込みの保険種類によらず「引受の目安」が表示されますので、追加申込みの際の参考 

としてください。なお、告知内容の詳細を確認することはできません。 
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■〔収納方法〕タブ 
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■〔事前準備・取扱者報告〕タブ 
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■〔事前準備・取扱者報告〕タブ（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■〔申込番号〕タブ 
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２．代理店・募集人情報の詳細入力 

取扱者が、代理店・募集人情報の変更や代理店分担の入力などをする画面です。 

 

＜１＞初期画面 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 入力欄・ボタン 内容 

１ 
代理店コード／ 

募集人コード 

ログオンしたＩＤにもとづく、代理店コード・募集人コードを初期表示しま

す。 

※代理店コード・募集人コードを初期値から修正する場合、代理店コード・募

集人コードを修正のうえ、【確定】を押して修正します。また、実代理店コ

ード・実募集人コードも同じコードに修正するか、ブランクにします。 

計上用コードを使用する場合は、実代理店・実募集人コードは取扱者の代理

店・募集人コードのまま修正は不要です。 

※ひまわりオンラインで計上用代理店コード・募集人コードを入力済みの場合

は、入力内容が反映します。 

※「申込書情報入力」画面経由でペーパーレス申込手続きしている場合、「申

込書情報入力」画面で設定した代理店コード・募集人コードを初期表示しま

す。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

 
7 
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＜２＞ＣＯＭ区分の詳細入力 

「ＣＯＭ区分」の【変更】を押すと、手数料支払タイプを変更できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 入力欄・ボタン 内容 

１ 
ＣＯＭ区分の変更

範囲 
手数料支払タイプの変更範囲を選択します。 

２ ＣＯＭ区分の選択 手数料支払タイプを選択します。 

 

Ｎｏ 入力欄・ボタン 内容 

２ 
実代理店コード／ 

実募集人コード 

ログオンしたＩＤにもとづく、実代理店コード・実募集人コードを初期表示

します。 

※通常は上記代理店コード・募集人コードと同一のため修正の必要はありま

せん。 

３ ＣＯＭ区分 

ひまわりオンラインの「申込書情報入力」画面で設定した手数料支払タイプ

を初期表示します。【変更】を押すと、手数料支払タイプを変更できます。 

→手数料支払タイプ変更の詳細は、「＜２＞ＣＯＭ区分の詳細入力」参照。 

４ 形態コード 

ひまわりオンラインの「申込書情報入力」画面で設定した形態コードを初期

表示します。選択していない場合は未選択です。（詳細は「＜３＞形態コー

ドの詳細入力」参照。） 

５ 代理店分担 

ひまわりオンラインで選択した代理店分担の有無が表示されます。 

〔あり〕の場合、代理店分担の詳細入力ができます（詳細は「＜３＞代理店

分担の詳細入力」参照）。 

６ 
代理店営業所カ

ナ・コードを入力 
代理店の拠点単位に管理する場合に営業所情報を入力します。 

７ 
代理店社員カナ・ 

コードを入力 
代理店の社員単位に管理する場合に社員情報を入力します。 

８ 確認して次へ 次の手続きに進みます。 

1 

2 
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取扱者が操作 
 

＜３＞形態コードの詳細入力 

「形態コード」で形態コードを変更できます。 

 

 

 

 

 

 

 

ボタン名 内容 

自己契約 契約者＝法人代理店の場合 

特定関係 契約者＝法人代理店の特定関係法人の場合 

募集人制限先に該当するため

手数料を受け取らず取扱 

銀行窓口販売契約で募集制限先に該当する場合 

その他手数料停止 当社から指示があった場合 

 

 

【注】【自己】を選択している場合 

 代理店分担は選択できません。（自動的に「分担なし」となります。） 
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＜４＞代理店分担の詳細入力 

①〔あり〕を選択し、【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②分担内容を入力する保険種類を選択のうえ、【代理店分担を入力】を押します。 

 なお、複数の保険種類を選択して、一括して同一の分担内容を入力することもできます。 
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取扱者が操作 
 

 

③幹事取扱者の分担割合、非幹事取扱者の情報および分担割合を入力して、【確認して登録する】を押

します。 

※ひまわりオンラインで分担割合等を入力済の場合は、入力内容が表示されます。入力内容が不明の 

場合は、未入力のまま手続きを進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

3 

4 

5 
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Ｎｏ 入力欄・ボタン 内容 

１ 幹事に変更する 非幹事取扱者から幹事取扱者に変更します。 

２ 確定 
代理店（実代理店）コード・募集人（実募集人）コードを入力し、【確定】を

押すと、情報が反映されます。 

３ 形態コード 非幹事取扱者の形態コードを選択・入力します。 

４ 

営業所・社員コー

ド・ＣＯＭ区分を

入力 

非幹事取扱者の営業所・社員コード・ＣＯＭ区分を選択・入力します。 

５ 非幹事を追加する 非幹事取扱者が複数いる場合、非幹事取扱者の情報を入力します。 

 

 

④入力済みの代理店分担情報の修正や他の保険種類の代理店分担を入力する場合は、保険種類を選択

し、【修正】を押します。 

 その後の入力方法は②③と同じです。 

 また、【削除】を押すと、代理店分担情報を削除します。 
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Ⅲ．詳細手続き 

取扱者が操作 ３．契約者・被保険者・受取人等の修正 

「お名前やご連絡先のご確認・ご登録」ブロックで、契約者や被保険者情

報の修正、受取人や指定代理請求人情報の修正・新規登録ができます。 

  

＜１＞契約者情報の修正 

契約者のお名前やご連絡先などの確認画面で、【修正】を押していただき、

修正画面を表示します。 

修正画面でお名前・生年月日・住所を修正していただき、【修正のうえ、確

認画面に戻る】を押していただくと、修正いただいた内容が反映されます。 

なお、性別など修正できないケースがあります。この場合、手続きをキャン

セルし、「保険設計」画面で修正のうえ、再度手続きを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

！このブロックで修正した内

容はひまわりオンラインの

顧客情報に反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 
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（１）法人名・屋号（法人形態）の修正 

法人名・屋号の漢字・フリガナ欄に入力いただき、修正します。 

法人形態プルダウンから選択いただき、修正します。また、法人形態を「前」

「後」をプルダウンから選択します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（個人事業主の場合）屋号の有無の修正 

  屋号の有無を選択いただき修正します。 

 

 

 

 

（３）役職の修正 

  役職をプルダウンから選択いただき、修正します。 

  

 

 

（４）代表者名の修正 

  代表者名の漢字・フリガナ欄に入力いただき、修正します。 

 

 

 

 

 

（５）印刷用契約者名の修正 

（１）～（４）を修正すると自動的に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）生年月日の修正 

  生年月日をプルダウンから選択いただき、修正します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！個人事業主契約の場合のみ 

表示されます。 

 

！屋号の有無で（１）～ 

（４）、（６）の表示が可変 

します。 

 

 

！該当する役職がない場合、 

「その他」を選択し、フリー 

入力します。 

 

！「（６）印刷用契約者名」は

証券印字等に使用するため、

必ず確認してください。必要

に応じて修正してください。 

 

 

！３０文字までとなるため、必

要に応じて修正してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

！性別を修正する場合、キャン

セルのうえ設計書より修正

が必要です。 
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取扱者が操作 
 

 

（８）住所・電話番号の修正 

住所・電話番号欄に入力いただき、修正します。 

【郵便番号・住所検索】を押すと、郵便番号や住所を検索・入力することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２＞被保険者情報の修正 

被保険者のお名前やご連絡先などの確認画面で、【修正】を押していただき、

修正画面を表示します。 

修正画面でお名前・生年月日・住所を修正していただき、【修正のうえ、確認

画面に戻る】を押していただくと、修正いただいた内容が反映されます。 

なお、性別など修正できないケースがあります。この場合、手続きをキャン

セルし、「保険設計」画面で修正のうえ、再度手続きを開始します。 

 

（１）お名前の修正 

お名前の漢字・フリガナ欄に入力いただき、修正します。 

まったくの別人に変更する場合、この手続きはキャンセルされます。 

〔別人への変更はこちら〕を押していただくと確認画面が表示されますので、

確認のうえ、キャンセルしていただきます。 

 

 

 

 

 

（２）生年月日の修正 

生年月日をプルダウンから選択いただき、修正します。 

被保険者の生年月日を修正した結果、契約年齢が変わる場合、確認画面が表

示されますので、確認のうえ、キャンセルしていただきます。 

また、あらかじめ契約年齢が変わることが分かっている場合は、〔生年月日に

誤りがあり、契約年齢が変わる場合はこちら〕を押していただき、キャンセル

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！画面上、契約年齢は計算基準

日時点の年齢を表示します。 

 

！代表者が被保険者の場合、非

活性となります。契約者情報

の修正画面でご対応くださ

い。 

 

 

 

！被保険者情報を修正する場

合、〔契約者と同じ〕を選択

いただくと、契約者と同じ住

所が登録されます。 
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（３）性別の修正 

 性別をラジオボタンから選択いただき、修正します。 

被保険者の性別を修正した場合、確認画面が表示されますので、確認のうえ、

キャンセルしていただきます。 

また、あらかじめ性別が変わることが分かっている場合は、〔性別に誤りが

ある場合はこちら〕を押していただき、キャンセルします。 

 

 

 

（４）住所・電話番号の修正 

住所・電話番号欄に入力いただき、修正します。 

【郵便番号・住所検索】を押すと、郵便番号や住所を検索・入力することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！被保険者情報を修正する場

合、〔契約者と同じ〕を選択

いただくと、契約者と同じ住

所が登録されます。 
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取扱者が操作 
 

【注】【郵便番号・住所検索】で、郵便番号から住所検索した際に、その後の

住所の入力もれがないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３＞受取人・指定代理請求人の修正・新規登録 

「受取人・指定代理請求人情報の確認」画面で、【修正】（新規登録の場合

【未登録】）を押していただき、入力画面を表示します。 

入力画面でお名前・性別・生年月日などを修正・入力いただき、【上記内容

を登録する】を押していただくと、修正いただいた内容が反映されます。 
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（１）受取人の修正・新規登録 

受取人情報の修正・新規登録、受取人の追加をすることができます。 

以下は、「新規登録」「受取人の追加」「受取人情報の修正」を一連の操作と

して例示します。 

 

①「受取人・指定代理請求人情報の確認」画面で、【修正】を押していただき、

入力画面を表示します。 

選択したい受取人の被保険者からみた続柄をプルダウンから選択いただき

ます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②プルダウンから受取人を選択し、【選択する】を押していただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！プルダウンにはひまわりオ

ンラインに登録済みの顧客

情報を表示します。 

 該当のお客さまがない場合、

「新規入力」を選択します。 

  

！登録済みの顧客情報から受

取人を特定できる場合は、該

当のお客さまを自動的に初

期表示します。 
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③登録済みの顧客情報から受取人のお名前・性別・生年月日を表示します。  

分割割合を入力し、【受取人を追加する】を押していただきます。 

 

④２人目の受取人の入力欄が表示されます。 

①～③の手順で２人目の受取人情報を入力し、【上記内容を登録する】を押

していただきます。 

 

  

！②で「新規入力」を選択した

場合、お名前・性別・生年月

日も入力いただきます。 

 

！①で「被保険者の法定相続

人」を選択した場合、分割割

合のみ入力いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！【２人目を削除】を押すと、

２人目の受取人情報を削除

します。 
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⑤受取人・指定代理請求人情報の確認画面で、【修正】を押していただきま

す。 
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⑥修正内容により、下表の操作をしたうえ、【上記内容を登録する】を押して

いただくと、修正が反映します。 

  

Ｎｏ 修正内容 操作 

１ 別人への変更 
受取人の被保険者からみた続柄を選択してい

ただき、上記①～③の手順で登録 

２ 分割割合の修正 この画面で直接修正 

３ 
お名前・性別・ 

生年月日の修正 
【修正】を押していただき、入力画面で修正 

４ 受取人を削除 
【２人目を削除】を押していただき、当該受

取人を削除 

５ 受取人を追加 
【受取人を追加する】を押していただき、①

～③の手順で登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

！分割割合の合計は１００％

にします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

２ 

３ 

５ 

４ 
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（２）保険金・給付金等受取人に関する確認の新規登録 

死亡保険金受取人等が法人となる場合は、約款条項にもとづき原則として

高度障害保険金給付金等の受取人は法人となりますが、以下の操作で被保

険者を受取人に設定いただくことが可能です。 

 

①【保険金・給付金等受取人に関する確認】を押下し、【確認画面へ進む】

を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②被保険者が受取人となる保険金・給付金等が表示され、内容に相違ないか

確認します。 

また、指定代理請求特約の付加可否を選択します。付加する場合、直接指

定代理請求人を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！法人契約の場合のみ表示さ 

れます。 
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取扱者が操作 
 

 

 

③「受取人・代理人一覧」画面に表示された内容を確認します。 
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（３）指定代理請求人の修正・新規登録 

新規登録や指定代理請求特約の付加を修正できます。 

以下は、「指定代理請求人情報の修正」を一連の操作として例示します。 

 

①「受取人・指定代理請求人情報の確認」画面で、【修正】を押していただき、

入力画面を表示します。 

選択したい指定代理請求人の被保険者からみた続柄をプルダウンから選択

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②プルダウンから指定代理請求人を選択し、【選択する】を押していただきま

す。 

 

 

  

 

！初期表示は「指定代理請求特

約を付加しない」となりま

す。 

 

 

！受取人が法人の場合【修正】

は非活性となります。 

（ただし、保険金・給付金等

受取人に関する確認を設定

している場合は選択可能で

す。） 
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Ⅲ．詳細手続き 

取扱者が操作 
 

③登録済みの顧客情報から指定代理請求人のお名前を表示しますので、確認

のうえ、【上記内容を登録する】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④受取人・指定代理請求人情報の確認画面で、【修正】を押していただきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！上述②で「新規入力」を選択

した場合、お名前は直接入力

いただきます。 
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⑤修正内容により、下表の操作をしたうえ、【上記内容を登録する】を押して

いただくと、修正が反映します。 

  

Ｎｏ 修正内容 操作 

１ 
指定代理請求特約の付加

有無 
指定代理請求特約欄を選択 

２ 別人への変更 
指定代理請求人の被保険者からみた続

柄を選択し、上記①～③の手順で登録 

３ お名前の修正 【修正】を押し、入力画面で修正 

 

  

1 

２ 

３ 
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Ⅲ
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き 

Ⅲ
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詳
細
手
続
き 

Ⅲ．詳細手続き 

取扱者が操作 ４．申込内容（保障内容）の変更 

ペーパーレス申込手続き開始後は、一部のケースを除き、手続き画面上で

申込内容（保障内容）を変更できません。そのため、申込内容（保障内容）

に間違いがないか十分に確認いただく必要があります。 

申込内容（保障内容）または手続き対象契約の変更の場合は、これまでの

手続きをキャンセルし、再度、申込事前準備から手続きを開始ください。 

 

＜１＞申込内容（保障内容）の変更 

①「お申込内容のご確認」画面の【申込内容変更】を押すと、確認画面が表

示されますので、【設計画面に戻る】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「保険設計」画面が表示されますので、申込内容（保障内容）を変更しま

す。その後、「申込書情報入力」画面の【ペーパーレス申込】を押しま

す。 

 

 

  

！払込方法・払込経路、選択区

分の変更については、「＜３

＞払込方法・払込経路の変

更」「＜４＞選択区分の変更」

を参照。 

 

 

 

 

 

！手続き画面上で申込内容（保

障内容）が変更できるケース

については、次ページ【注】

を参照。 

 

 

 

 

 

 

！【設計画面に戻る】を押すと、

これまでの手続きをキャン

セルします。 
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．
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手
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③これまでの手続きはキャンセルされ、新たなプランとして「申込事前準

備」から再度手続きを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【注】ペーパーレス申込手続き画面上で、キャンセルすることなく、申込内容 

（保障内容）を変更できるケースは、下表のとおりです。 

 

 

 

  

ブロック ケース 

お申込内容のご

確認 

・変額保険の場合、【特別勘定繰入割合】の修正 

健康状態に関す

る告知 

・医務査定（健康状態に関する査定結果）により、お

引受けのできない一部申込みのキャンセル 

・医務査定（健康状態に関する査定結果）により、お

引き受けのできない特則・特約の削除 

※お客さまが承諾した場合、自動的に該当の特則・

特約を削除 

！直前の入力内容が代理店分

担「あり」の場合、再度手続

きを開始した際の「申込事前

準備」で、直前に入力した分

担情報を初期表示します。 

  詳細は、「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅲ．詳細手

続き_２．代理店・募集人情報

の詳細入力」を参照。 

 

 

 

 

 

 

！申込内容を変更したプラン

が選択された状態で表示さ

れます。 
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Ⅲ．詳細手続き 

取扱者が操作 
 

＜２＞手続き対象契約の変更 

①「お申込内容のご確認」画面の【手続き対象契約を再度選択する】を押す

と、確認画面が表示されますので、【手続き対象契約を再度選択する】を

押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「ペーパーレス申込手続き一覧」画面が表示されますので、手続き対象契

約を再選択し、【事前準備を開始する】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！直前の入力内容が代理店分

担「あり」の場合、再度手続

きを開始した際の「申込事前

準備」で、直前に入力した分

担情報を初期表示します。 

  詳細は、「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅲ．詳細手

続き_２．代理店・募集人情報

の詳細入力」を参照。 
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Ⅲ
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．
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４
．
申
込
内
容
（
保
障

内
容
）
の
変
更 

 

 

＜３＞特別勘定繰入割合の変更 

①「お申込内容のご確認」画面の【特別勘定割合変更】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「特別勘定繰入割合変更」画面が表示されますので、特別勘定繰入割合を

変更していただき、【特別勘定繰入割合を変更する】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

！変額保険（就労不能・介護保

障型）をお申込みの場合の

み、【特別勘定割合変更】が

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！特別勘定繰入割合は合計１

００％になるよう入力してく

ださい。 
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③「お申込内容のご確認」画面で、変更後の申込内容をお客さまに確認いた

だきます。 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 
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Ⅲ．詳細手続き 

取扱者が操作 
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Ⅲ
．
詳
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＜４＞払込方法・払込経路の変更 

払込方法・払込経路を変更できるケースは下表のとおりです。 

 

 

（１）「お申込内容のご確認」ブロックで変更する場合 

①「お申込内容のご確認」画面の【払込方法・払込経路変更】を押すと、確認

画面が表示されますので、【払込方法・払込経路変更】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ブロック ケース 

お申込内容のご確認 ・払込方法を変更 

・払込経路を既契約口座流用に変更 保険料収納方法のご登録 

 

！複数契約の同時手続きで払

込経路を変更する場合は、す

べての申込みの払込経路が

変更となります。 

 

！既契約が法人契約かつ旧Ｎ

ＫＬの場合は、ペーパーレス

システム上で口座流用の手

続きができないため、紙の口

座振替依頼書を取り付けて

ください。 

 

！「団体扱（特別団体扱・集

団扱を含む）からの変更」

または「団体扱（特別団体

扱・集団扱を含む）への変

更」はできません。 

 

！「郵便振込扱または銀行振

込扱からの変更」または

「郵便振込扱または銀行振

込扱への変更」はできませ

ん。 
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取扱者が操作 
 

②「申込内容変更」画面が表示されますので、払込方法または払込経路を変更

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③払込方法または払込経路の変更後、【保険料計算】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④変更後の保険料が表示されますので、確認のうえ、【変更して確認画面に戻

る】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！払込経路で「既契約口座流

用」を選択した場合、口座

流用元の証券番号の入力が

必要です。 

 

！変更内容をクリアする場合

は【修正内容をクリア】を

押します。 
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⑤「お申込内容のご確認」画面で、変更後の申込内容をお客さまに確認いただ

きます。 
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（２）「保険料収納方法のご登録」ブロックで変更する場合 

①「口振依頼書手続き」画面の【払込方法・払込経路変更】を押すと、確認画

面が表示されますので、【払込方法・払込経路変更】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「申込内容変更」画面が表示されますので、払込方法または払込経路を変更

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！払込経路で「既契約口座流

用」を選択した場合、口座

流用元の証券番号の入力が

必要です。 
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③払込方法または払込経路の変更後、【保険料計算】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④変更後の保険料が表示されますので、確認のうえ、【変更して申込内容を確

認する】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！変更内容をクリアする場合

は【修正内容をクリア】を

押します。 
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Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 
 

⑤「申込内容確認」画面で、変更後の申込内容をお客さまに確認いただき、

【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥変更後払込経路の「口振依頼書手続き」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！払込方法・払込経路変更後、

「保険料収納方法のご登録」

ブロックに戻った際は、【前

画面に戻る】は表示されませ

ん。 

 

！登録方法別、払込経路別の登

録方法の詳細は、「第４編 法

人ペーパーレス申込手続き_

Ⅲ．詳細手続き_９．払込経路

別の保険料収納方法の登録」

を参照。 

 

 

 

ス
ク
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＜５＞選択区分の変更 

選択区分を変更できるケースは下表のとおりです。 

 

①以下いずれかの方法で医師扱に変更することができます。 

■「健康状態に関する告知」ブロックの各画面右上に表示されているメニ

ュー・ヘルプ画面を開き、【嘱託医での受診に変更する】を押します。 

■健康診断結果通知書扱・人間ドック扱の場合、「健康状態に関する告知」

ブロックの「告知開始」画面の左下に表示されている【健康診断結果等の

提出に代えて、嘱託医での受診に変更する場合はこちら】を押します。 

■簡易定健扱の場合、「健康状態に関する告知」ブロックの健診結果記入事

項確認画面の左下に表示されている【健診結果の入力に代えて、嘱託医

での受診に変更する場合はこちら】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ブロック ケース 

健康状態に関す

る告知 

簡易定健扱・健康診断結果通知書扱・人間ドック扱

から医師扱への変更 

 

 

 

 

 

 

！簡易定健扱・健康診断結果通

知書扱・人間ドック扱の場合

のみ表示されます。 

 

！告知データを送信する前で

あれば、医師扱に変更するこ

とができます。 
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②確認画面が表示されますので、【医師による診査に変更する】を押していた

だくと、「健康状態に関する告知」ブロックをスキップし、次のブロックに

進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

！告知途中で医師扱へ変更し

た場合、それまで入力した

「告知」の内容は消去されま

す。また、簡易定健扱の場合、

「健診結果」の入力も消去さ

れます。 
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【注】当日中に同一被保険者で告知データ送信まで完了した申込みがある場合、

追加の申込手続き時に告知を流用しますが、その場合でも医師扱への変更

は可能です。ただし、その場合、流用元のお申込みも含め、あらためて本社

で査定のうえ、後日結果をご連絡します。 

すでに医務査定結果を提示している場合や特別条件を承諾いただいている

場合でも、医師による診査の結果、医務査定結果が変更になる可能性があ

ります。 

告知流用の詳細は、「第４編 法人ペーパーレス申込手続き_Ⅲ．詳細手続き

_７．告知の流用」を参照。 
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お客さまが操作 ５．詳細告知の入力方法  

被保険者に、第１項から第９項までの健康状態に関する告知を順番に入力

いただきます。当ブロックでは、回答内容に応じて、医務査定に必要な質

問事項を可変で表示（ドリルダウン）します。 

 

＜１＞第１項から第３項の詳細告知入力 

第１項から第３項の告知は、告知事項に該当する「病気・けが」を選択する

と、選択した「病気・けが」に関する詳細質問が表示されますので、質問に

応じて詳細告知を入力いただきます。 

 

 （１）病気・けがの選択 

①告知事項に該当する場合、〔はい〕を選択いただくと、「病気・けがの検索」

画面に遷移します。次の選択方法から検索できます。 

選択方法 内容 

病気・けがの名称から選択 
傷病名のすべてまたは一部を入力して検索

し、告知に該当する傷病を選択します。 

よくある病気から選択 
当社で告知出現が多い病気を表示していま

すので、告知に該当する病気を選択します。 

部位・要因等から選択 
部位・要因等から傷病を検索し、告知に該当

する傷病を選択します。 

 

！第６項、第７項については、

性別や計算基準日時点の年

齢で告知要否を制御してい

ます。また、第６項は申込料

率と喫煙告知が異なる場合、

ワーニングが表示されます。 

 

！第８項、第９項は、特約の有

無や計算基準日時点の年齢

で告知要否を制御していま

す。 

 

！ドリルダウン告知対象外の

傷病を選択した場合、定型質

問（紙の告知書と同じ詳細質

問）が一律表示されます。そ

のため、医務査定の結果はす

べて後日回答になります。 

  

 

！払込期間無解約返戻金限定

告知医療保険、払込期間無解

約返戻金限定告知骨折治療

保険の場合は、「第２編 ペ

ーパーレス申込手続き_Ⅲ．

詳細手続き_１８．限定告知医

療・無選択型終身・限定告知

骨折治療の申込手続き」を参

照。 

 

！よくある病気は、表示されて

いる病名を選択すると、

「（２）詳細告知の入力」に

遷移します。 

 

！よくある病気は性別に応じ

て、部位・要因等は性別・年

齢に応じて検索結果が表示

されます。 

 

！【ここまでの内容を確認・修

正】を押していただくと、確

認画面が表示され、告知内容

を確認・修正できます。 
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②「部位・要因等から絞り込む」「傷病名から検索」する場合、検索結果が正

式名称で表示されますので、告知に該当する傷病名を選択いただきます。 

「部位・要因等から絞り込む」で該当の傷病名がない場合、「傷病名から検

索」を使用します。 

検索結果の中に告知に該当する傷病名が見つからない場合は、検索条件を 

変えたり、その他の検索機能で再検索したりして、告知に該当する傷病名 

を選択いただきます。 

 

 

  

！病気・けがの名称で検索する

場合、傷病名の一部（ひらが

な）からもできます。 

 

 

！「傷病名から検索」から傷病

を入力すると、自動査定でき

ず査定結果が表示されない

ケース、後日追加で詳細をお

伺いするケース等があるた

め、できるだけ「部位・要因

等から絞り込む」から告知に

該当する傷病を選択するよ

う案内ください。 
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【注】第３項は、がんに関する告知のため、「がん」の一覧から該当する 

「がん」を選択いただきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③告知に該当する傷病名が見つからない場合は、傷病名を直接入力いただき

ます。 

検索結果画面の下部にある【直接入力する】を押すと、入力欄が表示されま

すので、傷病名を直接入力し、【確定】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！【直接入力する】から傷病を

入力すると、自動査定でき

ず、査定結果が表示されない

ケース、後日追加で詳細をお

伺いするケース等があるた

め、できるだけ検索画面から

告知に該当する傷病を検索・

選択するよう案内ください。 
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（２）詳細告知の入力 

傷病を選択すると選択した傷病に関する詳細質問が表示されますので、質問

に応じて詳細告知の入力いただき、【入力を完了して確認に進む】を押してい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

！傷病により詳細質問がない

ケースもあります。 

 

 

 

 

！傷病名が誤っていた場合、

【傷病名の再選択】を押す

と、傷病名を再選択できま

す。この場合、再選択前に入

力した情報は削除されます。 

 

 

！手術をした時期や全治した

時期などの項目は、選択・入

力が完了後、【確定】を押し

ていただきます。 

 

 

！ドリルダウンで前の質問に

戻って入力内容を修正した

場合、以降の質問と入力内容

は一度削除されます。修正後

に改めて質問が表示されま

すので、再度入力いただきま

す。 

 

 



 

- 100 - 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

  

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 
 

（３）詳細告知内容の確認 

入力いただいた詳細告知の内容が表示されますので、誤りがないか確認いた

だき、【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）傷病告知の追加 

詳細告知いただいた傷病以外に告知すべき傷病があるか確認いただきます。

追加で告知すべき傷病がある場合は、【ある】を押していただくと「（１）の

病気・けがの検索」画面に遷移して、傷病告知の追加ができます。 

追加で告知すべき傷病がない場合は、【ない】を押していただき次の告知項目

に進みます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

！【修正】を押していただくと、

告知内容を修正できます。 

 



 

- 101 -  

Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 
Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

 

（５）同一の詳細告知をする場合 

第２項または第３項で告知事項（〔はい〕を選択）がある場合、前項（第１項

および第２項）の詳細告知が、第２項または第３項にも該当するかの確認画

面が表示されます。 

第２項または第３項にも該当する場合は〔はい〕を選択、第２項または第３項

に該当しない場合は〔いいえ〕を選択いただきます。 

また、他に第２項または第３項に該当する告知事項がある場合は〔ある〕を押

して、詳細告知いただきます。 

他に第２項または第３項に該当する告知事項がない場合は、〔ない〕を押し

て、次の告知項目に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

！第３項の場合、前項の詳細告

知が「がん」の場合のみ確認

画面が表示されます。 
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＜２＞第４項の詳細告知入力 

①過去２年以内の健康診断・人間ドックの受診有無を選択します。 

【いいえ】を押していただいた場合、次の告知項目に進みます。 

【はい】を押していただいた場合、健康診断・人間ドックで異常（要再検

査・要精密検査・要治療）の指摘有無の質問を表示します。 

異常の指摘有無で【いいえ】を選択した場合、次の告知項目に進みます。 

異常の指摘有無で【はい】を選択した場合、健康診断・人間ドックの異常

指摘の詳細を告知いただきます。 

 

②健康診断・人間ドックの項目一覧から、異常指摘された検査項目を選択い

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！よくある検査は、表示されて

いる検査項目を選択すると

詳細入力画面に遷移します。 

 

！選択した項目により、さらに

詳細な項目を選択する場合

があります。 
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③異常指摘された検査項目の検査結果・受診時期などを告知いただきます。 

なお、検査結果は異常指摘を受けた項目のみ告知いただきます（異常指摘

を受けていない項目の入力は不要です）。 

 

 

 

  

ス
ク
ロ
ー
ル 

 

 

 

！ドリルダウンで前の質問に

戻って入力内容を修正した

場合、以降の質問と入力内容

は一度削除されます。修正後

に改めて質問が表示されま

すので、再度入力いただきま

す。 

 

！「婦人科検診（子宮・子宮頸

がん（細胞診））」または「が

ん検診（子宮・子宮頸がん（細

胞診））」を選択した場合は、

あらかじめ検査結果の入力

欄にチェックが入っており

修正はできません。 
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④再検査を受けた場合は、再検査時期、再検査の診断を告知いただきます。

再検査の診断によっては再検査方法や再検査結果なども告知いただきま

す。 

   なお、再検査結果は再検査を受けた項目のみ告知していただきます。 

   異常指摘された検査項目の検査結果や再検査結果の入力が完了したら、

【入力を完了して確認に進む】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

  

ス
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ロ
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！ドリルダウンで前の質問に

戻って入力内容を修正した

場合、以降の質問と入力内容

は一度削除されます。修正後

に改めて質問が表示されま

すので、再度入力いただきま

す。 
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⑤入力いただいた詳細告知内容が表示されますので、誤りがないか確認いた

だき、【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

⑥告知いただいた項目以外にも健康診断・人間ドックで異常指摘を受けてい

る場合は、【ある】を押していただき、異常指摘された検査項目の詳細を告

知いただきます。 

他に異常指摘を受けていない場合は、【ない】を押していただきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

！【修正】を押すと、告知内容

を修正できます。 
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Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 
 

＜３＞第５項の詳細告知入力  

①身体に障害があるかを選択します。 

 【いいえ】を選択した場合、次の告知項目に進みます。 

 【はい】を選択した場合、身体の障がいの詳細を告知いただきます。 

 

②身体の障がいの部位、障がいの程度・詳細、身体障がいの認定有無などを

告知いただきます。すべての入力が完了したら、【入力を完了して確認に

進む】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ドリルダウンで前の質問に

戻って入力内容を修正した

場合、以降の質問と入力内容

は一度削除されます。修正後

に改めて質問が表示されま

すので、再度入力いただきま

す。 
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③入力いただいた詳細告知内容が表示されますので、誤りがないか確認いた

だき、【確認して次へ】を押します。 

 

④告知いただいた項目以外にも身体の障がいがある場合は、【ある】を押し

ていただき、詳細を告知いただきます。 

  他に身体の障がいがない場合は、【ない】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

  

 

！【修正】を押していただくと、

告知内容を修正できます。 
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お客さまが操作 
 

＜４＞告知内容の確認 

すべての質問事項に告知いただいたら、入力内容に間違いがないかあらため

て確認いただきます。間違いがなければ、【確認のうえ告知する】を押して

いただきます。 

告知内容に誤りがある場合、以下のとおり修正します。 

■告知「はい」「いいえ」の修正、詳細告知の修正・削除をする場合は、 

【修正】を押していただきます。 

■追加で告知する傷病名がある場合は、【詳細告知を追加】を押していただ 

きます。 

■詳細告知した内容を確認する場合は、傷病名が表示されているボタンを押

していただきます。（例      ） 

 

 

 

 

！修正すると以前入力いただ

いた内容が消える場合があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！追加医的資料がある場合の

詳細は、「第４編 法人ペ

ーパーレス申込手続き_

Ⅲ．詳細手続き_１９．追加

医的資料や告知誤りなどが

あった場合」を参照。 
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６．健診結果の入力方法 

選択区分を「簡易定健扱」と選択した場合、健診結果の入力が必要となり

ます。 

「健康状態に関する告知」ブロックで入力画面が表示されます。 

 

＜１＞お申込手続きの流れ 

「健康状態に関する告知」の手続きに入ります。【確認して次へ】を押して

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２＞健診結果入力事項確認 

健診結果の入力にあたり注意事項、入力いただく内容を確認いただき、【確

認・同意のうえ次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

！「健診結果」⇒「告知」の順

に手続きをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！申込事前準備時点で「受診

済、提出済の医的資料流用」

の〔流用する〕にチェックが

ある場合は、「健診結果」は

スキップし、「告知事項確認」

画面へ遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！簡易定健扱から医師扱に変

更する場合は「第４編 法人

ペーパーレス申込手続き_Ⅲ．

詳細手続き_４．申込内容（保

障内容）の変更」を参照。 
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＜３＞健診結果入力 

健診結果を入力いただき、【入力を完了して確認に進む】を押していただき

ます。 
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＜４＞健診結果入力確認 

入力いただいた健診結果の内容が表示されますので、誤りがないか確認いた

だき、【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

！「告知事項の確認」画面に遷

移します。画面の流れの詳細

は「第４編 法人ペーパーレ

ス申込手続き_Ⅱ．基本的な操

作_６．健康状態に関する告

知」を参照。 

 

 

！流用元が告知書（一般用）の

場合、終身がん保険（C2）（C

３）への 流用は可能です。 
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Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 ７．告知の流用 

当日中に告知データ送信まで完了した申込みがある場合、追加の申込手続

き時に告知データを流用します。 

以下の場合、告知の流用ができないので注意ください。 

■終身がん保険（C２）（C３）、払込期間中無解約返戻金限定告知医療保

険、払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険の場合 

■追加の申込手続きが医師扱（流用以外）の場合 

■同一法人で手続き中の申込みがあり、顧客情報を新規登録して手続き開

始した場合 

 

 

＜１＞告知流用時の手続き 

流用可能な告知データがある場合、告知ブロックに入ると以下の「告知内容

確認」画面が表示されます。送信済みの告知内容が表示されますので、確認

のうえ、【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

＜２＞医務査定結果の確認 

流用した告知内容を元に、医務査定結果を表示します。 

  

ス
ク
ロ
ー
ル 

！左記保険種類は、専用告知

項目のため流用できません

が、同一保険種類の場合

は、流用可能です。 

 

！流用元が告知書（一般用）

の場合、終身がん保険

（C2）（C３）への 流用は

可能です。 

 

！画面で入力した場合、健診

結果についても併せて流用

されます。 

 

！告知流用時は確認画面で告

知内容を修正することはで

きません。 

万が一、告知の誤りや追加

で医的資料の提出が必要と

なった場合はすみやかに当

社営業店へ連絡ください。 

 

！追加の申込手続き時に、流

用元にない項目の告知が必

要な場合、追加で告知が必

要な項目のみ質問が表示さ

れます。 

 ・流用元告知に第８項、第

９項がなく、追加申込み

時に第８項、第９項の告

知が必要な場合 

 ・限定告知医療で流用元告

知に第４項がなく、追加

申込み時に第４項の告知

が必要な場合 

  ・限定告知骨折治療で流用

告知に第５項がなく、追

加申込み時に第５項の告

知が必要な場合 

 

！簡易定健扱・健康診断結果通

知書扱・人間ドック扱から医

師扱への変更については「第

４編 法人ペーパーレス申込

手続き_Ⅲ．詳細手続き_４．申

込内容（保障内容）の変更」

を参照。 
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【注】新たに追加医的資料や追加告知が提出された場合や、申込手続きの途中

で選択区分を医師扱へ変更した場合、流用元のお申込みも含め、あらた

めて本社で査定のうえ、後日結果をご連絡します。 

すでに医務査定結果を提示している場合や特別条件を承諾いただいてい

る場合でも、医務査定結果が変更となる可能性があります。 

 

 

 

【注】＜法人および個人ペーパーレス申込手続き間での告知流用＞ 

個人契約と法人契約それぞれ別に顧客情報登録をされると別人とみなさ

れ告知流用ができません。以下の方法で顧客情報登録のうえ申込手続き

をすることで流用が可能です。 

①個人契約の顧客情報登録を先に実施する場合  

法人「顧客情報登録・編集」画面で「個人顧客情報呼出」ボタンから 

個人契約で登録した顧客情報を使用した場合、告知流用されます。  

②法人契約の顧客情報登録を先に実施する場合  

法人「顧客情報登録・編集」画面で被保険者情報を登録した場合、自動

的に個人の顧客情報に世帯主として登録されます。個人契約の申込みを

設計される際に上記の顧客情報を使用した場合、告知流用されます。 
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Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 ８．医務査定結果の見方と操作方法 

告知いただいた内容にもとづいた、医務査定結果を表示します。 

ここで表示される結果は医務査定結果のみです。本社で環境査定実施後に

最終的な引受可否が確定します。 

 

＜１＞医務査定結果の確認 

医務査定結果が表示される対象は下表のとおりです。 

選

択

区

分 

医務査定結果 

第一分野 第三分野 

告

知

書

扱 

・

簡

易

定

健

扱 

■無条件承諾 

■健康体料率特約、健康ステージを

適用する場合の特則の料率 

■以下の特約不可 

・特定疾病診断保険料免除特約 

・無解約返戻金型メンタル疾患保障 

付七大疾病保障特約 

・無解約返戻金型就労不能保障特約 

・七大疾病・就労不能保険料免除特 

 約 

・災害死亡特約 

■無条件承諾 

■特定部位・指定疾病不担

保法 

■特定高度障害不担保法 

■特則・特約不可 

■延期 

■終身がん保険（Ｃ２）

（Ｃ３）の料率変更 

 

※以下の場合は、医務査定結果を表示できません。本社で査定のうえ、結果 

  は後日連絡します。 

■当社歴・請求歴等がある場合 

■反社会的勢力に該当するおそれがある場合 

■告知内容より自動査定ができない場合 

 

（１）条件がつかない場合 

「医務査定：健康状態に関する査定結果」欄に「条件はありません。」と表示

されます。お客さまに内容を確認いただき、【確認して次へ】を押していただ

きます。 

 

  

！ 「申込事前準備」で医務査定

結果は「無条件のみ表示す

る」と選択し、無条件以外の

査定結果となった場合、「医

務査定結果の確認」画面は表

示されません。 

（「第４編 法人ペーパーレス

申込手続き_Ⅱ．基本的な操作

_１．申込事前準備」を参照。） 

 

！医務査定結果を表示できな

い時間帯があるのでご注意

下さい。   

詳細については、「第 1 編 

利用上の注意点_Ⅰ．システ

ム利用環境と制約_2．システ

ム稼働時間」を参照。 

 

！健康体料率特約、健康ステー

ジを適用する場合の特則が

付加可能な申込みで、医務査

定の結果、付加可能な保険料

率・ステージがお申込みの保

険料率・ステージと異なる場

合については、「第４編 法

人 ペーパーレス申込手続き

_Ⅲ.詳細手続き_１３．健康体

料率特約または健康ステー

ジを適用する場合の特則が

付加可能な手続き」を参照。 
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（２）条件がつく場合 

「医務査定：健康状態に関する査定結果」に「条件がつきます。」と表示され

ます。【ご確認ください】を押して、詳細を確認いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）引受不可の場合 

「医務査定：健康状態に関する査定結果」欄に「お引き受けできません。」と

表示されます。 

 

■複数契約の同時手続きで、申込みの一部が引受不可の場合、【ご確認くだ

さい】を押して、詳細を確認いただきます。 

 

 

 

 

  

！告知内容を確認したい場合

は、【告知いただいた内容の

確認】を押していただきま

す。 

 

！追加医的資料の提出や告知

誤りなどがある場合は「第４

編 法人ペーパーレス申込手

続き_Ⅲ．詳細手続き_１９．追

加医的資料や告知誤りなど

があった場合」を参照。 

 

！終身がん保険（Ｃ２）（Ｃ３）

で保険料率が変更になる場

合、「お申込み内容の確認が

必要です。」と表示されます。

【ご確認ください】を押し、

次画面で料率の変更が可能

です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 116 - 

 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 
 

■単独申込みまたは複数契約の同時手続きで、申込みすべてが引受不可の場

合、【申込をキャンセルする】または【すべての申込をキャンセルする】を

押していただき、申込手続きをキャンセルします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）後日回答の場合 

「医務査定：健康状態に関する査定結果」に「結果は後日ご連絡します。」と

表示されます。お客さまに内容を確認いただき、【確認して次へ】を押してい

ただきます。 
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＜２＞医務査定結果の詳細確認と承諾可否の決定 

「医務査定結果の確認」画面で【ご確認ください】を押していただくと、引

受条件の詳細が表示されます。内容を確認のうえ、承諾可否を決定いただき

ます。 

 

  

！特定部位・指定疾病不担保

法・特定高度障害不担保法が

適用される場合は、特別条件

の説明も表示されるので、あ

わせて確認いただきます。 

 

 

 

（１） （２） （３） 
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（１）【承諾する】を選択した場合 

引受条件を承諾いただける場合は、【承諾する】を押していただきます。 

■特定部位・指定疾病不担保法・特定高度障害不担保法適用で【承諾する】を

選択した場合は、「特別条件承諾書」の提出は不要です。 

■特則・特約が引受不可となり、【承諾する】を選択した場合は、申込内容か

ら該当の特則・特約が自動で削除されます。その場合、該当の特則・特約が

削除された申込みとして申込手続きを進められます。 

 

（２）【承諾を保留する】を選択した場合 

①承諾を保留した場合、確認画面の【確認して次へ】を押していただきま

す。後日あらためて本社より査定結果を連絡します。 

その結果、お客さまに条件をご承諾いただき申込みいただく場合は、後

日必要書類を当社へ提出いただきます。 

 

②承諾状況が「保留」と表示された「医務査定結果」画面が表示されます。 

ここで、【確認・修正】を押して、医務査定結果の詳細を再度確認のうえ、

承諾内容を修正いただくこともできます。 

承諾内容に誤りがないことを確認いただき、【確認して次へ】を押し、次

のブロックへ進みます。 
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（３）【キャンセルする】を選択した場合 

引受条件を承諾いただけない場合は、【キャンセルする】を押していただき

ます。 

この場合、キャンセルボタンに表示されている保険種類のみキャンセル 

 

なお、複数契約の同時手続きで一部申込みが引受不可の場合、該当申込み

の【ご確認ください】を押して、「医務査定結果の詳細」画面で【キャンセ

ルする】を押していただきます。 
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【注】条件がつく場合、引受不可の場合ともに、表示された査定結果を承諾い

ただけず、再査定を希望する場合は、「医務査定結果の確認」画面から

【告知内容の確認】を押し、「追加医的資料提出有無」または「告知誤り

による追加告知提出有無」を「あり」にして、申込手続きを進めてくださ

い。 

査定結果は「結果は後日連絡します」に変更され、追加で提出される書類

を含めて本社で再査定します。 

 

なお、【キャンセルする】を押してしまうと、当社に申込手続きデータが

送信されず、再査定を受け付けることができなくなるため、注意してく

ださい。 

！追加医的資料の提出や告知

誤りなどがある場合は「第４

編 法人ペーパーレス申込手

続き_Ⅲ．詳細手続き_１９．追

加医的資料や告知誤りなど

があった場合」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 121 - 

 

Ⅲ．詳細手続き 

お客さまが操作 
Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

９．払込経路別の保険料収納方法の登録 

払込経路によって「保険料収納方法の登録」が必要になります。登録が不

要な場合は、「保険料収納方法のご登録」のブロックがスキップされます。 

 

払込経路 
収納方法

の登録 
備考 

口座振替扱（書面） 

必要 

口座振替依頼書が必要 

口座振替扱（他契約口座の流

用） 

流用元契約の確認が必要 

団体扱・特別団体扱・集団扱 別途帳票が必要な場合あり 

銀行振込扱 不要  

郵便振込 不要  

 

 

＜１＞口座振替依頼書の提出 

取扱者は、お客さまに口座振替依頼書を記入・押印いただいたうえで、当社へ

送付します。 
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＜２＞団体情報の確認・登録 

団体扱・特別団体扱・集団扱の場合は、申込書情報入力画面で入力した団体

コードと、それに紐づく団体名称が自動反映します。 

団体コードから、「所属コード」「社員コード」の入力が必要な場合は入力

項目が表示されますが、不明の場合は未入力のまま進むこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３＞他契約口座の流用の確認 

「申込書情報入力」の際に「他契約口座の流用」に該当の証券番号を入力し

ている場合、「保険料収納方法のご登録」ブロックで流用情報を確認しま

す。 

流用する他契約口座に間違いなければ【確認して次へ】を押していただきま

す。 

別の口座へ変更する（他契約口座の流用しない）場合は、【別の口座を指定

する】を押し、口座振替依頼書（書面）を提出していただきます。 

 

！申込書情報入力の際に所属

コード、社員コードを入力し

ている場合は本画面で初期

表示されます。 

 

！この画面で団体コードの修

正はできません。団体コード

に誤りがある場合は、キャン

セルのうえ再度お申込み手

続きを行ってください。 
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１０．署名時に名前を修正する場合 

「お名前やご連絡先のご確認・ご登録」ブロックで、お客さまに契約者名

および被保険者名を確認いただきますが、万が一、署名の段階で名前の誤

りに気づかれた場合、登録の名前を修正することができます。 

ただし、名前を修正することにより、追加のお手続き等が発生する場合も

ありますので、お客さまには次の点を必ずご説明ください。  

 

お客さまの名前を修正した場合、申込手続き完了後、本社にて各種チェ

ックをします。 

修正後の名前で新たな不備が発生した場合や当社歴・請求歴等に該当し

た場合は、追加で書類を提出いただいたり、提示済みの査定結果が変更

になったりする可能性があります。 

 

＜１＞お名前の修正 

お客さまの署名欄の右上の【お名前の文字を修正】を押していただきます。 

修正画面が表示されますので、フリガナ、漢字を正しい名前に修正していた 

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２＞お客さまのご署名 

名前を修正すると、署名欄に修正後の名前が表示されます。 

誤りがないことを確認いただいたうえで、署名いただきます。 

 

 

 

 

 

！名前の修正ができるのは、

契約者名・被保険者名のみ

です。取扱者名の修正はで

きません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

！フリガナ、漢字のいずれか一

方の修正もできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「印刷用契約者名」も修正さ

れていることをご確認くだ

さい。 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 



 

- 124 - 

 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ．詳細手続き 

取扱者が操作 １１．手続きの中断、再開 

ペーパーレス申込手続きでは、申込手続きを途中で中断して保存すること

ができ、有効期限内に再開できます。 

 

＜１＞中断の操作 

①申込手続きの途中で、手続き内容を保存して終了する場合は、各画面右

上に表示されているメニュー・ヘルプ画面を開き、【中断する（保存して

終了）】を押します。 

 

②確認画面が表示されます。 

「申込事前準備」で中断する場合は、【事前準備を中断する】を、申込手

続き中に中断する場合は、【手続きを中断する】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

！電波状況が悪い等の理由で

【中断する（保存して終了）】

を押さずに強制終了等して

しまった場合でも、申込手続

きが完了しているブロック

までは、入力した内容が保存

されます。 

なお、当日中に再開した場

合、中断した申込手続き中の

ブロックのはじめからです。 

 

！中断できない画面の場合、

【中断する（保存して終了）】

のボタンはグレーで表示さ

れ、押すことはできません。 
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＜２＞中断時の留意点 

（１）中断できない画面 

基本的にいずれの画面でも中断可能ですが、下記の画面では中断できません。 

中断できる画面へ【前画面へ戻る】を押して画面を戻る、または先の画面へ進

みます。 

・「プラン検索」画面 

・「申込内容詳細」画面 

・「申込内容変更」画面 

・「医務査定結果確認」画面 

・「不担保説明・意思決定」画面 

・「特則・特約削除後の申込内容確認」画面 

・「告知内容一覧①」画面（医務査定結果から遷移した場合のみ） 

・「申込内容確認」画面 

（保険料収納方法のご登録ブロックから払込方法または払込経路を変更

後、確認する場合のみ） 

・「承諾保留、健康体料率特約に関する確認」画面 

（保険料収納方法のご登録ブロックから払込方法または払込経路を変更

後、確認する場合のみ） 

・各署名画面 

・「本人確認」画面 

・「書面への切り替え完了」画面 

 

（２）手続き再開の期限 

以下のとおり手続きを再開できる期限があるため注意ください。 

■「申込事前準備」での中断 

被保険者の誕生日前日まで 

※あらかじめ計算基準日を誕生日後に設定し、誕生日を迎えても契約年齢

が変わらない申込みは除きます。 

■申込手続き開始後の中断 

中断日から６０日または被保険者の誕生日の前日のいずれか早い日まで 

※「健康状態に関する告知」ブロック完了後の中断の場合、告知日から 

６０日と読み替えます。 

※あらかじめ計算基準日を誕生日後に設定し、誕生日を迎えても契約年齢

が変わらない申込みの場合、またはお客さま署名まで完了している場合、

中断日から６０日以内です。 

  

 

！有効期限は中断時の画面に

表示されます。 
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（３）その他 

・手続き当日が被保険者の誕生日前日の場合、翌日以降は再開できないため、

当日中に手続きを完了させてください。 

ただし、あらかじめ計算基準日を誕生日後に設定し、誕生日を迎えても契

約年齢が変わらない申込み、またはお客さま署名まで完了している申込み

は除きます。 

・「健康状態に関する告知」ブロックを中断する場合、翌日以降に再開する

と、中断前に入力した告知データは削除され、再度、最初から告知の入力

が必要です。 

・中断中は、ひまわりオンライン「顧客情報登録・編集」画面において手続当

事者（契約者・被保険者・受取人等）情報の排他制御が行われます。 

そのため、中断した申込手続きで顧客情報を変更していた場合、当該手続

当事者情報を利用した別プランの作成や新たなペーパーレス申込手続きを

開始できないことがあります。 

中断中の申込手続きを再開して手続きを完了させるか、キャンセルをする

と別プランの作成や新たなペーパーレス申込手続きが開始できます。 
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＜３＞再開の操作 

（１）中断したプランの選択 

申込手続きを再開する場合は、「ペーパーレス申込手続き一覧」画面で被保険

者名を入力し、〔事前準備中・開始待ち・再開待ち〕にチェックのうえ、【検

索】を押します。検索結果の一覧より、該当の申込手続きを選択のうえ、【手

続きを開始する】を押します。 

該当の申込手続きの詳細確認欄にある【確認】を押し、「申込内容詳細」画面

から【手続きを再開する】を押しても、再開できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！有効期限切れの場合、再開す

ることはできませんが、〔完

了・延期・申込取消・有効期

限切れ〕にチェックのうえ、

検索を押すと該当するプラン

の申込内容を参照することが

できます。 

 

！「申込内容詳細」画面の詳細

は、「第４編 法人ペーパーレ

ス申込手続き_Ⅲ．詳細手続き

_１．ペーパーレス申込手続き

一覧の操作」を参照。 
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（２）再開画面の表示 

当日中に再開した場合と翌日以降に再開した場合で、再開時に表示する画面

や保存状態が異なります。 

 

■当日中に再開した場合 

中断したブロック 再開するブロック 保存状態 

問わず 中断したブロック 中断時のまま 

 

■翌日以降に再開した場合 

中断したブロック 再開するブロック 保存状態 

「健康状態に関す

る告知」ブロック 

中断したブロック 

 

ただし、再開前に「ペ

ーパーレス申込手続き

にあたりご注意いただ

きたい事項」と中断す

る前に入力を完了した

ブロックの再確認画面

を表示します。この画

面では、内容を変更す

ることはできません。 

「健康状態に関する告

知」ブロックの入力内容

はすべてクリア 

上記以外のブロッ

ク 
中断時のまま 

 

 

【注】「健康状態に関する告知」ブロックの入力完了後に中断した場合、「医

務査定結果の確認」画面での確認結果により以下の注意が必要です。 

 

・特則・特約がお引き受けできない旨の表示があり、お客さまがその内

容を承諾した場合、再開時に表示する申込内容は当該特則、特約を除

いて表示します。 

・複数契約の同時手続きで一部申込みのみお引き受けできない旨の表示

があり、お客さまがその内容を承諾した場合、再開時に表示する申込

内容は延期となった申込みも含んで表示します。 

延期となった申込みにはキャンセルした旨を表示します。 

なお、受取人一覧には延期となった申込分も表示されますが、申込手

続きはキャンセルされているため注意ください。 

・複数契約の同時手続きで一部申込みのみ条件がつく旨の表示があり、

お客さまに承諾いただけず一部申込みをキャンセルした場合、再開時

に表示する申込内容はキャンセルした申込みを除いて表示します。 

なお、「健康状態に関する告知」ブロックでキャンセルした契約の条

件等を確認することができます。 
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１２．書面への切替え 

「特定取引に関する確認」「健診結果」「告知」「犯罪収益移転防止法に基

づく本人確認」については、ペーパーレス申込手続きを中断・キャンセル

することなく、書面に切り替えることができます。 

書面に切り替えた場合は、すみやかに書面を取り付け、または作成のうえ、

当社へ送付ください。 

なお、画面上で手続きすることで、記入もれなどの不備を防止できますの

で、可能な限り画面上で手続きください。 

 

＜１＞「特定取引に関する確認」を書面に切り替える場合 

 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律」第 10条の５の規定に基づき届出対象者から居住地国等の届出が必要な

お申込みの場合、「特定取引に関する確認」が必要になります。その場でわか

らない場合など、書面に切り替えます。 

 

 

（１）書面への切替え方法 

 「特定取引に関する確認入力」画面または「特定取引に関する確認」画面の右

上に表示されているメニュー・ヘルプ画面を開き、【書面での手続きに変更】

を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

！書面に切り替えた場合、手続

き完了画面に提出が必要な

書類が表示されます。 
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（２）「特定取引に関する届出書」の取付け 

確認画面が表示されますので、【次の手続きに進む】を押していただくと、

「お名前やご連絡先のご確認・ご登録」ブロックをスキップし、次のブロック

に進みます。 

取扱者は契約者に「特定取引に関する届出書」を渡し、必要事項をご記入、署

名いただいたうえで、当社に「特定取引に関する届出書」を送付します。 
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＜２＞「健診結果」を書面に切り替える場合 

被保険者がプライバシーの観点から入力した健診結果内容が取扱者の目に触

れることを懸念される場合や、健康診断結果通知書または人間ドック成績表

がお手元にない場合などは、「健診結果」を書面に切り替えます。 

 

 

（１）書面への切替え方法 

以下いずれかの方法で書面に切り替えることができます。 

    ■「健康状態に関する告知」ブロックの各画面右上に表示されている 

メニュ－・ヘルプ画面を開き【書面での手続きに変更】を押します。 

■「健康状態に関する告知」ブロックの「健診結果入力事項確認」画面の左下

に表示されている【書面で手続きする場合はこちら】を押します。 
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（２）「健診結果記入用紙」の取付け 

確認画面が表示されますので、【次の手続きへ進む】を押していただくと、

「告知事項の確認」画面に遷移します。告知の手続きを進めてください。 

取扱者は被保険者に「健診結果記入用紙」を渡し、健診結果、署名を頂いた

うえで、当社に「健診結果記入用紙」を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

！書面に切り替えた場合、それ

まで入力した「健診結果」の

内容は消去されます。 
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＜３＞「告知」を書面に切り替える場合 

被保険者がプライバシーの観点から入力した告知内容が取扱者の目に触れる

ことを懸念される場合や、傷病名を調べてから告知したい場合などは、告知

を書面に切り替えます。 

 

（１）書面への切替え方法 

以下いずれかの方法で書面に切り替えることができます。 

■「健康状態に関する告知」ブロックの各画面右上に表示されている 

  メニュー・ヘルプ画面を開き、【書面での手続きに変更】を押します。 

■「健康状態に関する告知」ブロックの「告知開始」画面の左下に表示されて

いる【書面で手続きする場合はこちら】を押します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

！告知データを送信する前で

あれば、書面に切り替えるこ

とができます。 
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（２）「告知書」の取付け 

確認画面が表示されますので、【次の手続きへ進む】を押していただくと、

「健康状態に関する告知」ブロックをスキップし、次のブロックに進みます。 

取扱者は被保険者に「告知書」を渡し、告知、署名いただいたうえで、当社に

「告知書」を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！書面に切り替えた場合、それ

まで入力した「告知」の内容

は消去されます。また、簡易

定健扱の場合、「健診結果」

の内容も消去されますので、

書面を併せて取り付けてく

ださい。 
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＜４＞「犯罪収益移転防止法に基づく本人確認」を書面に切り替える場合 

契約者の本人確認書類が手元にないなど、犯罪収益移転防止法に基づく本人

確認の入力が進められない場合、本人確認を書面に切り替えます。 

 

（１）書面への切替え方法 

「本人確認」画面の右上に表示されているメニュー・ヘルプ画面を開き、 

【書面での手続きに変更】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「本人確認書」の作成 

確認画面が表示されますので、【書面で手続きする】を押すと、次の手続き画

面に進みます。 

取扱者は、契約者の本人確認を行い、「本人確認書」に必要事項を記入、署名

のうえ、当社に「本人確認書」を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 136 - 

 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ．詳細手続き 
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１３．健康体料率特約または健康ステージを適用する場合の特則が
付加可能な申込手続き 

健康体料率特約または健康ステージを適用する場合の特則が付加可能な申込手

続きで、かつ仮査定を未実施の場合、お客さまに健康体料率特約に関する

確認をしていただきます。 

申込内容 確認内容 

健康体料率特約

を付加する 喫煙状況および健康状態により、申込みの保険料率

が適用できないときに、当社で決定した保険料率で

契約を成立させることを事前承諾いただきます。 
健康ステージを

適用する場合の

特則を付加する 

 

＜１＞健康体料率特約を付加する場合 

①取扱者は、「申込事前準備」の「取扱者の報告」画面で、「健康体料率特

約事前承諾手続きの希望有無」を確認します。 

お客さまが事前承諾手続きを希望している場合は〔希望する〕をチェック

し、希望しない場合はチェックをせず【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「希望する」を選択した場合、

以下のいずれかをお客さま

手続き画面で「承諾する」こ

とができます。 

  ・健康体料率特約に関する申

込み料率の事前承諾手続き 

・健康ステージを適用する

場合の特則の事前承諾手続

き 
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②お客さまは、「お申込内容のご確認」ブロックの「申込内容確認」画面

で、「承諾保留・健康体料率特約に関するご確認」の【確認する】を押し

ていただきます。 

 

③「健康体料率特約に関する申込料率の事前承諾」の内容を確認のうえ、

【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「申込事前準備」の「取扱者

報告」画面で〔希望する〕を

チェックしなかった場合、こ

の項目は表示されません。 
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④「１．健康体料率特約に関する申込み料率の事前承諾手続き」を確認いた

だき、それぞれ「事前承諾する」または「事前承諾しない」を選択のう

え、【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤「承諾保留・健康体料率特約に関するご確認」に表示された確認結果を確

認のうえ、【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

！【申込内容変更】を押すと、

「保険設計」画面に戻り、申

込内容を修正できます。 

この場合、ペーパーレス申込

手続きはキャンセルされま

す。 

 

！規定上取扱いができない場

合は、「＊＊＊」(アスタリス

ク)で表示されます。 

 

！「保険料収納方法のご登録」

ブロックで払込方法の変更

を行ない、健康体料率特約に

関する確認に進んだ場合は、

【申込内容変更】は表示され

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

！【修正】を押すと、確認結果

を修正いただけます。 
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＜２＞健康ステージを適用する場合の特則を付加する場合 

①取扱者は、「申込事前準備」の「取扱者の報告」画面で、「健康ステージ

事前承諾手続きの希望有無」を確認します。 

お客さまが事前承諾手続きを希望している場合は〔希望する〕をチェック

し、希望しない場合はチェックをせず【確認して次へ】を押します。 
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②お客さまは、「お申込内容のご確認」ブロックの「申込内容確認」画面

で、「承諾保留・健康ステージを適用する場合の特則に関するご確認」の

【確認する】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「健康ステージを適用する場合の特則に関する事前承諾」の内容を確認の

うえ、【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「申込事前準備」の「取扱者

報告」画面で〔希望する〕を

チェックしなかった場合、こ

の項目は表示されません。 
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④「健康ステージを適用する場合の特則に関する事前承諾」を確認いただ

き、それぞれ「事前承諾する」または「事前承諾しない」を選択のうえ、

【確認して次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤「承諾保留・健康ステージを適用する場合の特則に関するご確認」に表示

された確認結果を確認のうえ、【確認して次へ】を押していただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

！【申込内容変更】を押すと、

「保険設計」画面に戻り、申

込内容を修正できます。 

この場合、ペーパーレス申込

手続きはキャンセルされま

す。 

 

 

！「保険料収納方法のご登録」

ブロックで払込方法の変更

を行ない、健康体料率特約に

関する確認に進んだ場合は、

【申込内容変更】は表示され

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

！【修正】を押すと、確認結果

を修正いただけます。 
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【注】医務査定の結果、付加可能な保険料率・ステージがお申込みの保険料

率・ステージと異なる場合は、「医務査定結果」画面で決定後の保険料率・

ステージへ変更することが可能です。 

●料率・ステージが好転する場合 

変更後の料率・ステージか当初お申込料率・ステージのままかを選択するこ

とが可能です。 

●料率・ステージが悪化する場合 

【保険料率・ステージは変更せず承諾する】ボタンは非活性となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※料率・ステージが好転する場合でも「お客さま手続き画面」にて、い

ずれかのお手続きを事前承諾している場合は一部ボタンが非活性となり

ます。 

 

・「健康体料率特約に関する申込み料率の事前承諾手続き」を承諾した

場合 

→【保険料率は変更せず承諾する】は非活性となります。 

・「健康ステージを適用する場合の特則に関する事前承諾」を承諾した

場合 

→【健康ステージは変更せず承諾する】は非活性となります。 
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１４．手続き者が取引担当者の取扱い 

法人契約で代表者に代わり、権限委任を受けた取引担当者が手続きをするこ

とが可能です。取扱者は契約者に「委任状」を渡し必要事項をご記入、署名い

ただきます。 

  手続き者が取引担当者の取扱いの場合、他の申込み手続きと異なる確認や操

作は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「お客さまのご署名 取扱者報告・署名」ブロック 

 （１）「ご契約者の署名」画面で「ご署名いただく方」で〔取引担当者〕を選択

します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ブロック 取引担当者固有 

（申込事前準備） － 

お申込内容のご確認 － 

ご意向と重要事項のご確認 － 

お名前やご連絡先のご確認・ご登録 － 

健康状態に関する告知 － 

保険料収納方法のご登録 － 

お客さまのご署名 

取扱者報告・署名 
○ 

 

 

！法人契約のみ選択が可能で

す。 
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（２）「当法人の代表者または当法人から権限委任を受けた者として、             

この保険 契約を申込みます。」にチェックをし、【署名をする】を押下

のうえ取引担当者に署名をいただきます。 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取引担当者の記名後、【契約を申し込む】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）取扱者は契約者より必要事項をご記入・署名いただいた「委任状」を受

領し、当社に「委任状」を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！署名は取引担当者のフルネ

ームを記名ください。 
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１５．従業員（被保険者）の取扱い 

被保険者が従業員の場合、以下の手続きを実施します。 

 

＜１＞申込事前準備 

  被保険者が従業員の場合、「取扱者報告」画面の〔被保険者の役職の選択〕で

〔従業員〕を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２＞「ご意向と重要事項のご確認」ブロック 

被保険者が従業員の場合、「付保同意確認」画面が表示されます。 

内容に同意のうえ、【契約者・被保険者ともに了承、同意します。】を押して

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】法人契約の場合、受取人は契約者として一律設定されています。 

「受取人・指定代理一覧」画面で個人に変更した場合、「付保同意確認」画面で確

認した内容は無効となるワーニングメッセージを表示します。 
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１６．未成年者の取扱い 

被保険者が未成年の場合、親権者または後見人の同席および加入同意の署

名が必要です。 

ただし以下被保険者が親権者、後見人の場合は、同席および加入同意の署

名を省略できます。 

被保険者が未成年の場合、他の申込手続きと異なる確認や操作は下表のと

おりです。 

 

ブロック 未成年者固有 

（申込事前準備） ○ 

お申込内容のご確認 ○ 

ご意向と重要事項のご確認 － 

お名前やご連絡先のご確認・ご登録 － 

健康状態に関する告知 ○ 

保険料収納方法のご登録 － 

お客さまのご署名 

取扱者報告・署名 
○ 

 

なお、メッセージの表示や署名の要否などの判定に使われる年齢の基準日

は各ブロックで異なります。 

ブロック 判定基準日 備考 

（はじめに） 手続き時 注意メッセージ 

健康状態に関する告知 計算基準日 喫煙・妊娠に関する告知 

お客さまのご署名 手続き時 親権者・後見人の署名 

 

＜１＞申込事前準備 

被保険者が１５歳未満の場合、「ガイダンス・エラーの確認」画面に当社お

よび他社加入状況の注意メッセージを表示します。 

該当があれば、「取扱者の報告事項」画面のその他入力欄に入力します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！加入中の傷害保険等の損害

保険契約がある場合のみ入

力してください。生命保険契

約は入力不要です。 
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＜２＞「お申込内容のご確認」ブロック 

ペーパーレス申込手続きにあたり注意いただきたい事項「３．」の表示が申

込内容によって変わります。 

お客さまに確認いただき、申込手続きを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】被保険者が１５歳未満の場合、以下の点を確認ください。 

 

代理署名 
被保険者が１５歳未満の場合は、親権者・後見人が

代理入力および代理署名ができます。 

告知についての 

合意 

被保険者が１５歳未満の場合、告知について親権

者・後見人全員の合意が必要なことを手続き開始

時、告知開始時、告知データ送信時の画面に表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！親権者または後見人に同席

いただき、申込手続きを進め

ます。 
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＜３＞「健康状態に関する告知」ブロック 

被保険者が１５歳未満の場合、「告知事項の確認」画面、「告知データ送信」

画面に注意メッセージが表示されます。 

親権者・後見人全員に確認いただき、告知入力のうえ、告知データ送信をして

いただきます。 

なお告知の入力については、親権者または後見人の代理入力ができます。 
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＜４＞「お客さまのご署名 取扱者報告・署名」ブロック 

 （１）被保険者に署名いただいたあと、親権者・後見人の署名画面に進みます。 

〔親権者〕または〔後見人〕のいずれかを選択し、親権者・後見人に署名

いただいたうえ、【申込みに同意する】を押していただきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、被保険者が親権者、後見人の場合など、省略基準を満たしている場

合は〔署名を省略する〕にチェックのうえ、【署名を省略して次へ 】を

押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向日葵 太郎 

！被保険者が１５歳未満の場

合、親権者・後見人による代

理署名ができます。  
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１７．特定取引に関する確認が必要な場合 

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律」第 10条の５の規定に基づき（以下「CRS」）届出対象者から居

住地国等の届出が必要な場合、「特定取引に関する届出書」の内容を「意

向確認と重要事項」ブロックで確認のうえ、入力します。 

 

「特定取引に関する確認」での確認 

 お客さま本人が「税法上の居住地国」 等の必要事項を入力します。 

 

＜１＞初期画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

！特定取引に関する確認の入

力を進められない場合、書面

に切り替えます。 

詳細は「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅲ．詳細

手続き_１２．書面への切替

え」を参照。 
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①「税法上の居住地国」を選択します。 

ア．〔日本国〕を選択している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．【日本国以外】を選択した場合 

「居住地国」等必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 項目名 内容 

１ 税法上の居住地国 〔日本国〕または〔日本国以外〕を選択 

〔日本国以外〕を選択した場合、税法上の居住地

国を入力 

２ 外国納税者番号 

No1 で〔日本国以外〕を選択した場合、表示 ３ 住所・所在地と居住地国が

異なる理由 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！法令により納税者番号の提

供が禁止されている場合、

「法令により提供禁止」とご

入力ください。 

 

2 

 

3 
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②「Ａ～Ｅの法人該当」を選択します。 

ア．〔該当する〕を選択している場合 

   特定組合の場合、「取引担当者名」・「取引担当者住所」を入力し、【入

力内容を確認する】を押していただきます。 
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イ．〔該当しない〕を選択している場合 

「実質的支配者①」が表示されますので「氏名・名称」等必要事項を入力

します。特定組合の場合、「取引担当者名」・「取引担当者住所」を入力

し、【入力内容を確認する】を押していただきます。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！実質的支配者と法人との関

係性パターンは〔実質的支配

者の確認〕で確認ができま

す。 

 

 

！実質的支配者の追加の場合

は【実質的支配者の追加】を

押していただくことで入力

欄が表示されます。 
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１
７
．
特
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必
要
な
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③「特定取引に関する確認入力」画面で入力した内容を確認いただき、【確認し

て次へ】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！【修正】を押すと入力画面に

戻ります。 
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１８．限定告知医療・無選択型終身・限定告知骨折治療の申込手続
き 

払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険（以下「限定告知医療」）・無選

択型終身保険（以下「無選択型終身」）・払込期間中無解約返戻金限定告知

骨折治療保険（以下「限定告知骨折治療」）の申込手続きでは、選択区分

や告知に関する部分で他の保険種類と異なります。 

他の保険種類と異なる確認や操作は下記のとおりです。 

 

 

ブロック 

内容 

限定告知医療 
限定告知骨折 

治療 
無選択型終身 

（申込事前準

備） 
－ 

お申込内容のご

確認 
注意文言 － 

ご意向と重要事

項のご確認 
－ 

お名前やご連絡

先のご確認・ご

登録 

－ 家族連絡先登録 － 

健康状態に関す

る告知 
事前確認 スキップ 

保険料収納方法

のご登録 

－ 
お客さまのご署

名 

取扱者報告・署

名 

「－」：他の保険種類と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 
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お客さまが操作 
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終
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き 

 

＜１＞「お申込内容のご確認」（限定告知医療・限定告知骨折治療） 

限定告知医療・限定告知骨折治療の場合、申込内容を確認いただく前に、告

知事項に該当がないことの確認、また通常の保険とあわせて検討したことを

確認いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

！告知事項に該当がある場合、

申込手続きをキャンセルし

ます。 

 

！申込事前準備「選択区分の確

認」画面で仮査定[実施済み]

を選択した場合、左記の「限

定告知医療・限定告知骨折治

療の注意事項」画面はスキッ

プします。 
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．
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．
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＜２＞「健康状態に関する告知」（限定告知医療・限定告知骨折治療） 

限定告知医療・限定告知骨折治療の場合、告知いただく前に、傷病名などの

事前確認を依頼する画面が表示されます。 

お客さまに傷病名などの事前確認を案内ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

！無選択型終身の場合、「健康

状態に関する告知」ブロック

はスキップします。 
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資
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や
告
知
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り 

１９．追加医的資料や告知誤りなどがあった場合 

お客さまから、告知いただいた内容に関する診断書や検査結果などの医的

資料提出の要望がある場合や、告知誤りによる追加告知が必要な場合など

は、追加で医的資料または告知書を提出いただきます。 

その場合、追加医的資料や追加告知も含めてあらためて本社で査定をしま

す。 

そのため、すでに医務査定結果が表示されている場合や特別条件を承諾い

ただいている場合でも、それらの内容はすべて無効となります。 

 

＜１＞追加で医的資料を提出する場合 

①「告知内容の確認」画面で追加医的資料の提出有無欄の【修正】を押して

いただくと、確認画面が表示されますので、【追加で医的資料を提出す

る】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「告知内容の確認」画面に戻り、追加医的資料提出有無欄が「あり」と表

示されます。 

取扱者は被保険者から原本確認いただいた追加医的資料の写しを受領し、

当社に送付します。 

 

 

！告知を流用したケースで、流

用先の「告知内容の確認」画

面で告知誤りや追加医的資

料があることに気づいた場

合はすみやかに当社営業店

まで連絡ください。 

 

 

！「申込手続き完了」画面に提

出が必要な書類が表示され

ます。 

 

 

！医務査定結果確認後は、「医

務査定結果」画面の【告知い

ただいた内容の確認】を押

し、「告知内容の確認」画面

を表示します。 

 

 

！選択区分を「健康診断結果通

知書扱」「人間ドック扱」で

該当書類を提出予定の場合

は、「追加医的書類なし」の

ままで修正は不要です。 

 

 

！告知データ送信前に【追加で

医的資料を提出する】を押し

た場合、「医務査定結果確認」

画面は一律「お引き受けの可

否・条件を提示することがで

きません。」と表示されます。 
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．
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的
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料

や
告
知
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＜２＞告知誤りなどがある場合 

①「医務査定結果」画面でお客さまが告知の誤りに気づいた場合、左下の

【告知いただいた内容の確認】を押していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「告知内容の確認」画面が表示されます。 

告知誤りによる追加告知提出有無欄の【修正】を押していただくと、確認

画面が表示されますので、【追加告知を提出する】を押していただきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「告知内容の確認」画面に戻り、告知誤りによる「追加告知提出有無」が

「あり」と表示されます。 

取扱者は被保険者から告知書を受領し、当社に送付します。 

 

 

！告知データ送信前に告知内

容の修正する場合は「第４編 

法人ペーパーレス申込手続

き_Ⅲ．詳細手続き_５．詳細告

知の入力方法」を参照。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！告知には該当しないが詳細

告知をしたいという被保険

者さまのご要望がある場合、

「こんな場合・困った場合」

を参照。 
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お客さまが操作 
 

 

【注】医務査定結果確認後に追加医的資料や追加告知の提出を「あり」にする

と、表示されている医務査定結果や特別条件の承諾内容はすべて無効と

なります。 

提出いただいた追加医的資料や追加告知も含めてあらためて本社で査定

のうえ、後日結果をご連絡します。 

すでに医務査定結果を提示している場合や特別条件を承諾いただいてい

る場合でも、医務査定結果が変更となる可能性があります。 

（例）医務査定結果で特別条件付きとなった場合 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告知にもとづく 

医務査定結果を表示 

お客さまが特別条件

を承諾 

追加医的資料や追加告知の提出を「あり」

にすると、当初の医務査定結果や特別条件

の承諾内容はすべて無効になります。 
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２０．犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が必要な場合 

「犯罪収益移転防止法」（以下「犯収法」）に基づく本人確認が必要な場合、

「本人確認書」の内容を「お客さまのご署名、取扱者の報告・署名」ブロ

ックで確認のうえ、入力します。 

 

＜１＞「申込事前準備」での確認 

犯収法に基づく本人確認が必要な場合、「申込事前準備」で注意メッセージ

および確認画面を表示しますので、申込手続きを開始する前に、お客さまに

必要な公的確認書類を案内ください。 

 

⚫ 本人確認書類の確認画面 

【本人確認に利用できる公的確認書類】を押し、お客さまに案内する本人

確認書類を確認し、【確認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ガイダンス・エラー一覧での注意メッセージ 

本人確認対象契約であることを確認し、チェック欄にチェックのうえ、【確

認して次へ】を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「本人確認に利用できる公的

確認書類」は、メニュー・ヘ

ルプの用語説明からも確認

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
ク
ロ
ー
ル 
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＜２＞契約者の本人確認の入力 

「お客さまのご署名、取扱者報告・署名」ブロックで、お客さまの署名完了

後、「取扱者報告」画面上で、契約者および取引担当者の本人確認の内容を

入力します。 

必要事項を入力のうえ、【入力内容を確定する】を押すと、「取扱者の署

名」画面が表示されます。 

  

（１）本人確認済みの当社既契約がある場合 

   本人確認済みの当社既契約欄で〔あり〕を選択し、既契約証券番号欄に本

人確認済みの当社証券番号を入力のうえ、【入力内容を確定する】を押しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

！契約者の本人確認書類が手

元にないなど、犯収法に基づ

く本人確認の入力を進めら

れない場合、本人確認を書面

に切り替えます。 

契約者の本人確認を書面に

切り替えることができます。 

詳細は「第４編 法人ペーパ

ーレス申込手続き_Ⅲ．詳細

手続き_１２．書面への切替

え」を参照。 

 

 

！「本人確認済みの当社既契

約」は、平成２８年１０月１

日以降に本人確認した当社

既契約に限ります。 

 

！既契約証券番号はハイフン

を除く８桁で入力します。 

 なお、既契約が旧日本興亜生

命契約の場合、１１桁で入力

します（自動更新された旧日

本興亜生命契約の場合は枝

番が付与された１２桁）。 
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０
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（２）本人確認済みの当社既契約がない場合 

本人確認済みの当社既契約欄で〔なし〕を選択した場合、法人等および団体保

険の本人特定事項欄を表示します。 

以下①～⑥および（３）をもれなく入力、確認のうえ、【入力内容を確定する】

を押します。 

 

①法人等および団体保険の本人特定事項の確認 

法人区分を選択してください。〔上記以外〕を選択した場合本人確認書類の

名称・本人確認書類の所在地欄に、「お名前やご連絡先のご確認・ご登録」

ブロックで契約者に確認いただいた内容を初期表示します。 

取扱者は、契約者から本人確認書類の原本の提示を受け、本人確認書類の

内容と画面に表示されている内容がそれぞれ同じであるか確認します。 

相違がなければ、「名称」「所在地」について、それぞれ〔同じである〕を

選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「お名前やご連絡先のご確

認・ご登録」ブロックで登録

した内容に誤りがあること

が判明した場合、画面上は

〔同じである〕を選択して、

手続き進めてください。 

手続き完了後、当社営業店に

正しい内容を連絡ください。 
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ア．本人確認書類の名称と申込みの名称が異なる場合 

本人確認書類の名称と申込みの名称が異なる場合は、〔異なる〕を選択し、

本人確認書類に記載されている名称が異なる理由を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ス
ク
ロ
ー
ル 

！〔異なる〕を選択すると、本

人確認書類の名称欄が入力

欄に切り替わり、また画面下

部に名称が異なる理由欄を

表示します。 

 

！入力文字数の制限により名

称が異なる場合、〔文字数超

過のため省略したもの〕を選

択してください。 

 

！〔その他〕を選択すると、ふ

いー入力欄を表示します。 
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取扱者が操作 
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イ．本人確認書類の所在地と申込みの所在地が異なる場合 

本人確認書類の所在地と申込みの所在地が異なる場合は、〔異なる〕を選択

し、本人確認書類に記載されている所在地と現在の所在地を確認した書類

の情報（書類名・発行者・発行年月日）を選択、入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②本人確認書類の入力 

   プルダウンより、契約者に提示いただいた本人確認書類を選択し、発行者・、

記号・番号・発行（交付）年月日など、本人確認書類に応じた必要項目を入

力します。 

２点で本人確認が可能な本人確認書類を選択した場合は、２点目の本人確

認書類入力欄が追加表示されますので、もれなく入力します。 

 

 

 

 

  

ス
ク
ロ
ー
ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

！選択した「現在の所在地を確

認した書類」により表示する

内容が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！本人確認書類ごとの必要入

力項目は〔利用できる公的確

認書類〕から確認できます。 
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③事業内容の入力 

    プルダウンより事業内容を選択し、事業内容を確認した資料の発行者・

発行（交付）年月日など必要に応じた必要項目を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

④実質的支配者の確認 

    実質的支配者について必要事項を入力します。 

    なお、「特定取引に関する確認」画面で実質的支配者について入力して

いる場合、入力した内容が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！「特定取引に関する確認」画

面で入力した内容に誤りが

ある場合、書面に切り替えて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 167 - 

Ⅲ．詳細手続き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

Ⅲ
．
詳
細
手
続
き 

取扱者が操作 

２
０
．
犯
罪
収
益
移
転

防
止
法
の
本
人
確
認 

 

 

 ⑤取引担当者の本人特定事項の入力 

  取扱者は、取引担当者から本人確認書類の原本の提示を受け、必要事

項を入力してください。 
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２１．ペーパーレス申込手続き体験版 

ペーパーレス申込手続き体験版では、ひまわりオンラインで登録した設計

データを利用して、実際の申込手続きと同様の操作を体験できます。 

 

＜１＞ペーパーレス申込手続き体験版開始 

ひまわりオンライントップページから【ペーパーレス申込手続き体験版】を

押します。 

 

  ＜タブレット版＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

＜ＰＣ版＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！体験版には制約事項があり

ます。「＜２＞ペーパーレス

申込手続き体験版の制約事

項」を参照。 

 

！申込書情報入力から体験版

へは遷移しません。必ずトッ

プメニューから体験版に進ん

でください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ＰＣ版はペンタブレットな 

どの電子署名ツールがなく

ても利用できます。 
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＜２＞ペーパーレス申込手続き体験版の制約事項 

体験版の制約事項は下表のとおりです。体験版の最初の画面でも一部の制約

事項が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】体験版は中断、再開ができないため、「申込事前準備完了画面」で【終了

する】を押すと体験版が終了します。【お申込手続きに進む】を押してくださ

い。

 

Ｎｏ 項目 体験版の制約事項 

１ プラン検索 
絞込条件は「事前準備開始待ち」

のみ選択可。 

２ 「設計画面に戻る」ボタンの挙動 
「設計画面に戻る」ボタンを押す

と、体験版が終了する。 

３ 中断、再開 中断、再開できない。 

 

 

！体験版は画面の背景色が本

番（本申込み）と異なりま

す。 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

 １．申込手続き控え  

申込手続き完了後、契約者・被保険者それぞれの登録住所に「申込手続き

控え」の書面を郵送します。送付される書面は以下のとおりです。 

送付先 送付書面 

契約者 

・申込書 

・意向確認書 

・法人向け保険商品のご留意事項及び税務取扱に関

する確認書 

・生命保険契約の付保に関する同意書 

・保険金・給付金等受取人に関する確認書 

・特別条件承諾書 

・特定取引に関する届出書 

・特定取引に関する届出書（別紙） 等 

被保険者 

・申込書 

・告知書 

・保険金・給付金等受取人に関する確認書 

・特別条件承諾書 等 

・告知書類（「はい」の回答がある場合）または特別条件承諾書を含む場

合は、特定記録郵便で送付します。それ以外の場合は、普通郵便となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

！代理店用の手続き控えにつ

いては「第４編 ペーパーレ

ス申込手続き_Ⅲ．詳細手続き

_１．ペーパーレス申込手続き

一覧の操作」を参照。 
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２．申込手続き控えイメージ 

■生命保険契約申込書① 
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＜補足＞保険契約者自署欄イメージ 

 

・法人契約（代表者が手続き・署名された場合） 

 

 

・法人契約（取引担当者が手続き・署名された場合） 

 

 

・個人事業主契約（屋号ありの場合） 

 

 

・個人事業主契約（屋号なしの場合） 
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■生命保険契約申込書②  
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■生命保険契約申込書②（被保険者用） 
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■意向確認書 
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■意向確認書（兼適合性確認書） 

 



 

- 178 - 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■預金口座振替依頼書（既契約流用） 
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■変換等に関する確認書 
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■受取人明細書 
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■法人向け保険商品のご留意事項及び税務取扱に関する確認書 
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■生命保険契約付保に関する同意書 
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■保険金・給付金等受取人に関する確認書 
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き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■特定取引に関する届出書（新契約用） 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■特定取引に関する届出書（新契約用）別紙 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■【事前】申込料率変更承諾書（健康体料率特約用） 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■【事前】健康ステージを適用する場合の特則に関する事前承諾書 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■特別条件承諾書 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

 

■特別条件のご説明 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■承諾保留依頼書 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■健診結果記入用紙 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書① 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書② 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書③ 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（がん専用）① 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（がん専用）② 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（がん専用）③ 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（限定告知型医療保険（Ｍ２）専用）① 

 

 

  



 

- 199 - 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（限定告知型医療保険（Ｍ２）専用）② 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（限定告知型医療保険（Ｍ２）専用）③ 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（限定告知型医療保険（Ｍ２）専用）④ 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険専用）① 
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Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険専用）② 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■告知書（払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険専用）③ 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

 
 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え
の

確
認 

Ⅳ．申込手続き控えの確認 

Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■送り状（契約者宛て） 
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Ⅳ
．
申
込
手
続
き
控
え

の
確
認 

 

 

■送り状（被保険者宛て） 
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